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序

言 上
博
楚
簡

『
三
徳
』

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
0
0
五
年
）
所
収
の
新
出
土
文
献
『
三
徳
』
に
は
、
極
め
て
興

味
深
い
天
人
相
関
思
想
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は
、

こ
の
『
三
徳
』
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

但
し
、
『
三
徳
』
に
は
竹
簡
の
断
裂
箇
所
も
あ
り
、
ま
た
、
未
釈

字
・
難
読
字
も
多
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
、
す
で
に
、
こ

の
『
三
徳
』
に
つ
い
て
、
多
く
の
札
記
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
（
注
1
)
ヽ

全
体
の
文
意
を
確
定
し
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
を
解
明
し
た
論
考

は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
『
三
徳
』
の
思
想
史
的
特
質
と
意
義
と
を

解
明
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
ま
ず
は
、
そ
の
全
体
の
釈

読
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

『
三
徳
』
の
書
誌
情
報
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
釈
文
の
担
当

者
は
李
零
氏
。
竹
簡
全
二
十
二
枚
、
附
簡
一
枚
（
注
2)°

完
簡
は
五

枚
、
整
簡
が
十
枚
、
残
簡
八
枚
。
簡
長
は
完
簡
の
場
合
、
四
四
．

七
S
四
五
．
一
⑳
。
編
綾
は
両
道
、
右
契
口
。
簡
端
は
平
斉
。
総

字
数
は
八
九
八
字
（
合
文
二
、
重
文
九
）
で
あ
る
。

竹
簡
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
異
説
が
提
起

さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
李
零
氏
の
原
釈
文
の
、
特
に
後
半
部
分

の
連
接
に
つ
い
て
は
疑
問
を
感
ず
る
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
後
述

の
よ
う
に
、
他
の
配
列
案
に
も
決
定
的
な
論
拠
は
な
く
、
こ
こ
で

は
と
り
あ
え
ず
、
李
零
氏
の
釈
文
・
配
列
を
基
に
し
て
検
討
を
進

め
る
こ
と
と
し
た
い
。
釈
読
や
接
続
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
都
度
注
記
す
る
。

以
下
で
は
、
『
三
徳
』
全
体
の
釈
文
を
掲
げ
る
。
便
宜
上
、
七
節

に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
原
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
解
説

を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
こ
に
言
う
原
文
と
は
、
『
上
海

博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
に
お
け
る
李
零
氏
の
原
釈
文
を
基

の
全
体
構
造
と
文
献
的
性
格

『
戦
国
楚
簡
研
究

2
0
0
 
6
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
四
十
一
号
〉
）
平
成
十
八
年
十
二
月
七
六
ー
九
九
頁

湯

浅

邦

弘
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(1) 

と
し
、
諸
氏
の
見
解
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
筆
者
が

確
定
し
た
釈
文
を
指
す
。
解
説
中
、
単
に
「
釈
文
」
と
い
う
場
合

は
、
李
零
氏
の
原
釈
文
を
指
す
。
字
句
の
確
定
に
問
題
が
あ
る
点

に
つ
い
て
は
、
以
下
で
解
説
を
加
え
た
い
。

ま
た
、
0
1
.
0
2
な
ど
の
数
字
は
原
釈
文
の
竹
簡
番
号
、
「
圃
」
は

墨
釘
‘
「
-
_
」
は
、
重
文
記
号
ま
た
は
合
文
記
号
、
【
】
は
残
欠

箇
所
を
補
っ
た
部
分
、
「
？
」
は
原
釈
文
が
「
未
釈
」
「
待
考
」
と

し
、
現
時
点
で
隷
定
で
き
て
い
な
い
字
、
「
／
」
は
断
裂
し
た
竹
簡

を
綴
合
し
た
箇
所
、
「
…
…
」
は
竹
簡
の
断
裂
や
難
読
字
の
た
め
、

現
時
点
で
訓
読
ま
た
は
現
代
語
訳
が
で
き
て
い
な
い
箇
所
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。『

三
徳
』
釈
読

0
1
天
供
時
璽
、
地
共
材
璽
、
民
共
力
璽
、
明
王
無
思
置
。
是
謂
三
徳
゜

弁
木
須
時
而
後
奮
璽
、
天
悪
如
近
置
。
平
旦
母
哭
、
晦
母
歌
、
弦
望

齊
宿
、
是
謂
順
天
之
常
置
0
0
2
敬
者
得
之
璽
、
怠
者
失
之
璽
、
是
謂
天

常
璽
、
天
神
之
【
口
。
母
為
□
口
】
、
皇
天
将
憚
之
璽
、
母
為
偽
詐
、

上
帝
将
憎
之
霞
°
忌
而
不
忌
、
天
乃
降
災
霞
‘
已
而
不
已
、
0
3
天
乃

降
異
霞
°
其
身
不
没
、
至
干
孫
＝
（
孫
子
）
薗
。
陽
而
幽
霞
、
是
／
謂

大
感
璽
、
幽
而
陽
、
是
謂
不
祥
匿
°
齊
_
-
（
齊
齊
）
節
_
-
（
節
節
）
、

外
内
有
辣
、
男
女
有
節
、
是
謂
天
證
匿
°
敬
；
合
（
敬
之
敬
之
）
、

天
命
孔
明
I
I
O

0
1
天
は
時
を
供
し
、
地
は
材
を
供
し
、
民
は
力
を
供
し
、
明
王

き

ま

思
う
無
し
。
是
れ
を
三
徳
と
謂
う
。
＋
升
木
時
を
須
ち
て
後
奮
う
は
、

天
近
る
が
如
く
す
る
を
悪
め
ば
な
り
。
平
旦
に
哭
す
る
母
く
、
晦
き

に
歌
う
母
く
、
弦
望
に
斉
宿
す
。
是
れ
を
天
の
常
に
順
う
と
謂
う
。

0
2
敬
む
者
は
之
を
得
、
怠
る
者
は
之
を
失
う
。
是
れ
を
天
常
と
謂

い
ま
し

う
。
天
神
之
【
口
。
ロ
ロ
を
為
す
母
か
れ
】
、
皇
天
将
に
之
を
憚
め

ん
と
す
。
偽
詐
を
為
す
母
か
れ
、
上
帝
将
に
之
を
憎
ま
ん
と
す
。

忌
む
べ
く
し
て
忌
ま
ざ
れ
ば
、
天
乃
ち
災
い
を
降
し
、
巳
む
べ
く

し
て
已
め
ざ
れ
ば
、
0
3
天
乃
ち
異
を
降
す
。
其
の
身
没
せ
ず
し
て
、

せ
き

孫
子
に
至
る
。
陽
な
る
べ
く
も
而
し
て
幽
、
是
れ
を
大
感
（
憂
）

と
謂
い
、
幽
な
る
べ
く
も
而
し
て
陽
、
是
れ
を
不
祥
と
謂
う
。
斉

斉
節
節
、
外
内
朔
有
り
、
男
女
節
有
り
。
是
れ
を
天
礼
と
謂
う
。

之
に
敬
し
み
之
に
敬
し
め
ば
、
天
命
孔
明
た
り
。

天
は
時
を
提
供
し
、
地
は
材
を
提
供
し
、
民
は
力
を
提
供
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
賢
明
な
王
は
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
こ
と
が

な
い
。
こ
れ
を
「
三
徳
」
と
言
う
。
草
花
が
し
か
る
べ
時
を
待
っ

て
、
そ
の
後
で
成
長
・
開
花
す
る
の
は
、
時
の
推
移
を
無
視
し
て
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急
迫
す
る
よ
う
に
す
る
の
を
天
が
憎
む
か
ら
で
あ
る
。
昼
間
に
声

を
上
げ
て
泣
く
こ
と
を
せ
ず
、
夜
間
に
は
歌
わ
ず
、
半
月
と
満
月

の
日
に
は
、
も
の
い
み
し
て
夜
を
明
か
す
。
こ
れ
を
「
天
の
常
に

従
う
」
と
言
う
。
慎
む
者
は
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
怠
る
者
は

失
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
「
天
常
」
と
言
う
。
天
神
…
…
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
皇
天
は
そ
れ
を
戒
め
る
で
あ
ろ
う
。
詐
欺
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。
上
帝
は
そ
れ
を
憎
む
で
あ
ろ
う
。
当
然
忌
む
べ

き
な
の
に
そ
れ
を
忌
ま
な
け
れ
ば
、
天
は
災
害
を
降
し
、
当
然
止

め
る
べ
き
な
の
に
そ
れ
を
止
め
な
け
れ
ば
、
天
は
異
変
を
降
す
。

そ
う
な
る
と
、
天
寿
を
全
う
で
き
ず
、
そ
の
報
い
は
子
孫
に
ま
でせ

き

至
る
。
明
る
く
し
て
い
る
べ
き
時
に
暗
く
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
大
感

（
大
い
な
る
憂
い
）
」
と
言
い
、
逆
に
、
暗
く
し
て
い
る
べ
き
時
に

明
る
く
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
不
祥
」
と
言
う
。
身
を
き
ち
ん
と

整
え
て
、
内
外
に
区
別
が
あ
り
、
男
女
の
間
に
節
度
が
あ
る
。
こ

れ
を
「
天
礼
」
と
言
う
。
慎
み
の
上
に
も
慎
め
ば
、
天
の
命
は
非

常
に
明
ら
か
と
な
る
。

若
干
の
語
注
を
付
し
て
お
こ
う
。
冒
頭
の
「
供
」
、
竹
簡
の
文
字

は
「
共
」
に
隷
定
で
き
る
が
、
釈
文
は
「
共
」
を
「
供
」
に
釈
読

す
る
。
ま
た
、
「
天
」
と
「
時
」
、
「
地
」
と
「
材
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
1
7
簡
に
「
知
天
足
以
順
時
、
知
地
以
固
材
、
知
人
足

以
會
親
」
と
あ
る
。

「
明
王
無
思
」
に
つ
い
て
、
曹
峰
は
、
こ
の
「
無
思
」
を
「
無

為
」
の
意
と
解
し
、
統
治
の
無
為
を
説
く
な
ど
、
本
書
は
馬
王
堆

漢
墓
吊
書
『
黄
帝
四
経
』
に
類
似
す
る
と
説
く
。
し
か
し
、
統
治

者
が
こ
と
さ
ら
な
作
為
を
施
さ
な
く
て
も
世
界
が
治
ま
る
と
い
う

の
は
、
儒
家
系
文
献
で
も
、
「
子
日
、
無
為
而
治
者
其
舜
也
興
、
夫

何
為
哉
、
恭
己
正
南
面
而
已
突
」
（
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
）
の
よ
う

に
説
か
れ
る
理
想
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
、
『
黄
帝
四
経
』

の
最
大
の
特
質
で
あ
る
周
期
的
天
道
観
は
本
書
に
は
見
え
ず
、
両

者
を
安
易
に
関
連
づ
け
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
『
三
徳
』
と
『
黄
帝

四
経
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
詳
述
し

た
い
。「

三
徳
」
の
語
は
、
釈
文
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
『
大
戴
礼
記
』

四
代
篇
の
、
魯
の
哀
公
と
孔
子
の
問
答
の
中
に
見
え
る
。
但
し
、

本
書
と
『
大
戴
礼
記
』
の
「
三
徳
」
が
同
意
で
あ
る
か
ど
う
か
は

慎
重
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
別
稿

に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

「
天
悪
如
近
」
の
「
近
」
字
、
釈
文
の
隷
定
は
「
折
」
で
あ
る

が
、
難
解
な
箇
所
で
あ
る
。
「
祈
」
は
「
近
（
迫
）
」
に
釈
読
す
る

用
例
が
、
郭
店
楚
簡
『
性
自
命
出
』

41
簡
に
「
義
道
為
折
（
近
）

忠
」
と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
草
木
が
天
の
時
の
到
来
を
待
た
ず

せ
っ
か
ち
に
発
芽
•
生
長
し
よ
う
と
す
る
の
を
天
が
憎
む
か
ら
、

の
意
と
解
す
。
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「
平
旦
」
は
寅
の
刻
。
五

S
六
時
。
明
け
方
。
『
孟
子
』
告
子
上

に
「
其
日
夜
之
所
息
、
平
旦
之
氣
、
其
好
悪
輿
人
相
近
也
者
幾
希
」

と
あ
る
。
「
平
旦
」
に
「
哭
」
す
る
と
い
う
行
為
は
、
「
陽
」
時
に

「
幽
」
の
行
い
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
忌
む
べ
き
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。「

晦
母
歌
」
の
「
晦
」
字
、
釈
文
は
「
明
」
と
隷
定
し
た
上
で
、

「
天
亮
」
の
意
と
し
、
夜
半
の
後
、
日
の
出
前
の
時
間
帯
と
説
く

が
、
苑
常
喜
は
、
楚
簡
の
他
の
「
明
」
字
と
字
形
が
異
な
る
こ
と

を
指
摘
し
て
、
「
瞑
」
の
異
体
字
と
し
、
「
昏
暗
」
「
陰
沈
」
の
意

で
、
『
抱
朴
子
』
内
篇
•
微
旨
に
「
晦
歌
朔
哭
」
と
あ
る
の
と
同
じ

く
、
不
吉
な
事
で
あ
る
と
説
く
。
晏
昌
貴
も
「
晦
」
字
で
あ
る
と

し
、
睡
簡
《
日
書
》
甲
種
一
五
五
簡
背
面
に
「
墨
（
晦
）
日
、
利

壊
垣
、
徹
室
、
出
寄
者
、
母
歌
。
朔
日
、
利
入
室
、
母
哭
。
望
、

利
為
困
倉
」
、
『
顔
子
家
訓
』
風
操
に
「
道
書
又
日
、
晦
歌
朔
哭
、

皆
嘗
有
罪
。
天
奪
之
算
、
喪
家
朔
望
、
哀
感
禰
深
、
宵
嘗
惜
壽
、

又
不
哭
也
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。
「
晦
」
時
に
「
歌
」
う
と
い

う
行
為
は
、
「
幽
」
時
に
「
陽
」
の
行
い
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
忌

む
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
天
之
常
」
お
よ
び
「
天
常
」
に
つ
い
て
は
、
留
意
し
て
お
き

た
い
点
が
あ
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
大
楽
篇
に
「
音
楽
之
所
由

束
者
遠
突
、
生
於
度
量
、
本
於
太
一
。
太
一
出
雨
儀
、
雨
儀
出
陰

陽
。
陰
陽
妻
化
、
一
上
一
下
、
合
而
成
章
。
渾
渾
沌
沌
、
離
則
復

合
、
合
則
復
離
、
是
謂
刃
附
」
、
同
・
古
楽
篇
に
「
昔
慈
天
氏
之
栗
、

三
人
操
牛
尾
投
足
以
歌
八
関
。
一
日
載
民
、
二
日
玄
鳥
、
三
日
遂

草
木
、
四
日
奮
五
穀
、
五
日
劉
却
知
ご
と
あ
り
、
音
楽
と
「
天
常
」

と
の
連
関
が
看
取
で
き
る
。
「
楽
」
に
つ
い
て
は
、
『
三
徳
』

07
簡

に
「
喜
楽
無
期
度
、
是
謂
大
荒
」
、

11
簡
に
「
入
虚
母
栗
、
登
12
丘

母
歌
」
、

16
簡
に
「
喪
怠
係
栗
、
四
方
束
器
」
と
後
述
さ
れ
て
お
り
、

「
天
」
と
の
関
係
上
、
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
陳
剣
は
、
こ
の
第
2
簡
の
後
に
第
4
S
5
簡
が
接
続
す

る
と
し
て
、
「
是
謂
順
天
之
常
。

04
如
反
之
、
必
遇
凶
残
」
と
続
け

る
。
但
し
、
「
如
反
之
」
の
前
が
全
て
良
い
こ
と
、
後
が
す
べ
て
悪

い
こ
と
で
統
一
的
に
解
釈
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
4
簡
以
降
に
も
良

否
の
両
方
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
接
続
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
侯
乃
鋒
は
、
1
簡
十
4
S
5
簡
の

接
続
の
前
に
、
2
簡
が
位
置
し
て
い
た
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

2
簡
に
「
是
謂
天
常
」
、
1
簡
に
「
順
天
之
常
」
と
あ
り
、
「
古
書

行
文
語
氣
」
か
ら
し
て
、
ま
ず
「
天
常
」
と
言
い
、
そ
の
後
に
「
天

之
常
」
と
敷
術
し
て
い
る
か
ら
と
説
く
。
但
し
、
先
に
「
天
之
常
」

と
言
い
、
そ
の
後
に
「
天
常
」
と
略
称
し
た
と
い
う
、
全
く
逆
の

可
能
性
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
2
簡
の
「
天
常
」
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
人

間
の
側
の
守
る
べ
き
掟
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
1
簡
の
「
天

之
常
」
は
天
の
側
の
常
道
を
意
味
し
て
お
り
、
両
者
の
意
味
内
容
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は
異
な
っ
て
い
る
。

皇
天
•
上
帝
が
「
降
災
」
す
る
と
い
う
用
例
と
し
て
は
、

商
書
•
伊
訓
に
「
惟
元
祀
、
十
有
二
月
、
乙
丑
、
伊
手
祠
干
先
王
、

奉
嗣
王
祗
見
厭
祖
…
…
干
其
子
孫
弗
率
、
皇
天
降
災
」
、
『
左
伝
』

偲
公
十
五
年
に
「
上
天
降
災
」
な
ど
と
見
え
る
。
『
三
徳
』
と
『
詩

経
』
『
書
経
』
と
の
類
縁
性
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
改
め
て

論
じ
た
い
。

「
巳
而
不
已
、
天
乃
降
異
」
の
「
已
」
字
、
晏
昌
貴
は
「
巳
」

と
読
み
、
「
祀
」
の
意
に
解
す
。
つ
ま
り
本
句
は
「
嘗
祀
而
未
祀
、

如
此
則
天
降
之
異
」
の
意
で
あ
る
と
説
く
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

ゃ

「
災
」
が
降
さ
れ
た
後
も
悪
事
を
「
巳
」
め
な
け
れ
ば
「
異
」
が

降
る
、
と
い
う
文
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
し

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
春
秋
公
羊
学
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
に
し

て
も
、
公
羊
学
的
な
災
異
の
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
別
稿
で
詳
述
す
る
。

「
其
身
不
没
、
至
干
孫

I
-

（
孫
子
）
」
の
「
其
身
不
没
」
は
、
天

寿
を
全
う
し
な
い
の
意
。

「
陽
而
幽
」
の
陽
と
幽
と
の
対
比
は
、
『
礼
記
』
郊
特
牲
に
「
昏

證
不
用
栗
、
幽
陰
之
義
也
。
栗
、
陽
氣
也
」
と
見
え
る
。
ほ
ぼ
「
陽
」

「
陰
」
の
意
に
理
解
し
て
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
明
確
な
「
陰
陽
」

思
想
が
説
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

「
是
謂
大
感
」
の
「
感
」
字
、
釈
文
は
、
「
憂
」
の
意
と
解
す
。

0
4
如
反
之
、
必
遇
凶
残
口
°
母
話
政
卿
於
神
次
璽
。
母
享
逸
安
国
求

利
霞
。
残
其
親
編
‘
是
謂
罪
璽
、
君
無
主
臣
、
是
謂
危
置
。
邦
家
其
壊
霞
〇

憂
憚
之
間
匿
‘
疏
達
之
次
曰
、
母
謂
之
0
5
不
敢
“
、
母
謂
之
不
然
。
故

常
不
利
11

、
邦
失
憲
常
、
小
／
邦
則
刻
、
大
邦
過
傷
璽

0

妻
常
易
證
、

土
地
乃
垢
、
民
乃
器
死
“
。
善
ー
ー
オ

l
-

（
善
哉
善
哉
）
三
善
哉
、
唯
福

之
基
11

、
過
而
改
06
新
“
。
興
老
（
興
興
）
民
事
璽
、
行
往
視
束
置
。
民

之
所
喜
霞
、
上
帝
／
是
祐
璽
°
凡
托
官
於
人
、
是
謂
邦
固
匿
‘
托
人
於

官
、
是
謂
邦
腐
置
、
建
五
官
弗
措
、
是
謂
反
逆
置
。
土
地
乃
垢
霞
、
民

人
乃
0
7
喪
置
。
喜
楽
無
期
度
、
是
謂
大
荒
璽
、
皇
天
弗
諒
、
必
復
之

以
憂
喪
口
°
凡
食
飲
無
量
計
璽
、
是
謂
淫
荒
、
上
帝
弗
諒
璽
、
必
／
復

之
以
荒
置
。
上
帝
弗
諒
置
、
以
祀
不
享
璽
〇

も

0
4
如
し
之
に
反
す
れ
ば
、
必
ず
凶
残
に
遇
う
。
政
卿
を
神
次
に

話
し
む
る
母
か
れ
。
逸
安
を
享
し
利
を
求
む
る
母
か
れ
。
其
の
親

を
残
す
、
是
れ
を
罪
と
謂
い
、
君
に
主
臣
無
し
、
是
れ
を
危
と
謂

う
。
邦
家
其
れ
壊
れ
ん
。
憂
憚
の
間
、
疏
達
の
次
、
之
を
0
5
敢
て

せ
ず
と
謂
う
母
か
れ
、
之
を
然
ら
ず
と
謂
う
母
か
れ
。
故
常
を
利

け

ず

は

な

は

と
せ
ず
、
邦
憲
常
を
失
え
ば
、
小
邦
な
れ
ば
則
ち
剣
ら
れ
、
大
邦
過
だ

六
J

傷
わ
る
。
常
を
変
え
礼
を
易
え
れ
ば
、
土
地
乃
ち
垢
か
れ
、
民
乃

(2) 
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ち
器
死
す
。
善
き
か
な
善
き
か
な
三
善
な
る
か
な
。
唯
だ
福
の
基

は
、
過
て
ば
改
0
6
新
す
。
民
事
を
興
し
興
し
、
行
き
往
き
て
視
来

す
。
民
の
喜
ぶ
所
は
、
上
帝
是
れ
祐
く
。
凡
そ
官
を
人
に
托
す
、

ゅ

是
れ
を
邦
固
と
謂
い
、
人
を
官
に
托
す
、
是
れ
を
邦
絃
と
謂
う
。

五
官
を
建
て
て
措
か
ず
、
是
れ
を
反
逆
と
謂
う
。
土
地
乃
ち
垢
か

れ
、
民
人
乃
ち
07
喪
ぶ
。
喜
楽
に
期
度
無
し
、
是
れ
を
大
荒
と
謂

い
、
皇
天
諒
と
せ
ず
、
必
ず
之
に
復
す
る
に
憂
喪
を
以
て
す
。
凡

そ
食
飲
に
量
計
無
し
、
是
れ
を
淫
荒
と
謂
い
、
上
帝
諒
と
せ
ず
、

必
ず
之
に
復
す
る
に
荒
を
以
て
す
。
上
帝
諒
と
せ
ず
、
以
て
祀
る

も
享
け
ず
。

も
し
、
こ
れ
（
天
人
の
良
好
な
関
係
）
に
反
す
れ
ば
、
必
ず
大

い
な
る
災
い
に
遇
う
で
あ
ろ
う
。
政
治
上
、
重
要
な
地
位
に
あ
る

者
を
祭
祀
の
際
に
辱
め
て
は
な
ら
な
い
。
逸
楽
の
境
地
を
享
受
し

利
を
追
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
の
親
を
そ
こ
な
う
、
こ
れ
を

罪
と
言
い
、
君
主
に
頼
り
と
な
る
臣
下
が
い
な
い
、
こ
れ
を
危
と

言
う
。
国
家
は
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
れ
を
そ
う
で
は
な

い
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
古
来
の
常
道
に
利
を
認
め
ず
、
国
の

法
を
失
う
よ
う
で
あ
れ
ば
、
小
国
で
あ
れ
ば
削
ら
れ
、
大
国
で
あ

れ
ば
甚
だ
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
常
道
を
変
え
礼
を
変
え
れ
ば
、

土
地
は
割
か
れ
民
は
怨
嵯
の
声
を
上
げ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。

よ
い
か
な
、
よ
い
か
な
、
大
い
に
よ
い
か
な
。
た
だ
幸
福
の
基
盤

は
、
過
失
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
改
め
新
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
民

の
事
業
を
興
し
、
為
政
者
が
現
地
に
行
っ
て
視
察
す
る
。
民
の
喜

ぶ
と
こ
ろ
は
、
上
帝
も
そ
れ
を
た
す
け
る
。
お
よ
そ
官
職
を
適
任

者
に
託
す
、
こ
れ
を
「
邦
固
（
国
が
固
い
）
」
と
言
い
、
特
定
の
人

に
官
職
を
託
す
、
こ
れ
を
「
邦
紘
（
国
が
ゆ
が
む
）
」
と
言
う
。
重

要
な
五
つ
の
官
職
を
立
て
て
お
き
な
が
ら
、
適
正
に
措
置
し
な
い
。

こ
れ
を
（
天
へ
の
）
反
逆
と
い
う
。
土
地
は
割
か
れ
、
民
人
は
そ

れ
に
よ
り
滅
ぶ
で
あ
ろ
う
。
喜
び
楽
し
み
に
限
度
が
な
い
、
こ
れ

を
「
大
荒
」
と
言
い
、
そ
う
し
た
状
況
を
皇
天
は
了
承
せ
ず
、
必

ず
こ
れ
に
憂
愁
と
喪
失
と
い
う
現
象
で
報
復
す
る
で
あ
ろ
う
。
お

よ
そ
飲
食
に
限
度
が
な
い
、
こ
れ
を
「
淫
荒
」
と
言
い
、
そ
う
し

た
状
況
を
上
帝
は
了
承
せ
ず
、
必
ず
こ
れ
に
飢
饉
と
い
う
現
象
で

報
復
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
至
っ
て
は
、
上
帝
は

了
承
せ
ず
、
あ
わ
て
て
祭
祀
し
て
も
、
も
う
そ
れ
を
受
け
な
い
で

あ
ろ
う
。

本
節
に
は
、
難
解
な
箇
所
が
あ
る
。
「
疏
達
之
次
」
と
読
ん
だ
箇

所
は
、
陳
偉
説
に
よ
る
が
、
意
味
は
未
詳
で
あ
る
。
釈
文
も
「
待

考
」
と
す
る
。

「
愛
常
易
證
」
に
つ
い
て
、
曹
峰
は
「
愛

x
易

x
」
の
句
形
が

『
黄
帝
四
経
』
に
見
ら
れ
る
と
し
、
「
愛
故
乱
常
、
檀
制
更
爽
。
心

欲
是
行
、
身
危
有
〔
残
、
是
〕
謂
過
極
失
嘗
」
（
『
経
法
』
国
次
）
、
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「
天
有
恒
幹
、
地
有
恒
常
」
(
『
+
六
経
』
果
童
お
よ
び
行
守
）
、
「
過

極
失
嘗
、
愛
故
易
常
。
徳
則
元
有
、
措
刑
不
嘗
。
居
則
元
法
、
動

作
爽
名
。
是
以
受
其
刑
」
(
『
+
六
経
』
姓
争
）
な
ど
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
『
三
徳
』
と
『
黄
帝
四
経
』
と
に
特

有
の
句
法
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
他
に
も
『
管
子
』
形
勢
篇
に
「
天

不
嬰
其
常
、
地
不
易
其
則
」
、
同
・
七
法
篇
に
「
差
俗
易
教
」
な
ど

と
見
え
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
三
徳
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
強
い
保
守
的

立
場
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
法
家
系
の
文
献
で
は
、
逆
に
、
こ

う
し
た
保
守
的
立
場
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
韓
非
子
』

南
面
篇
に
「
不
知
治
者
、
必
日
、
無
嬰
古
、
母
易
常
」
、
『
商
君
書
』

更
法
篇
に
「
臣
故
日
、
『
治
世
不
一
道
、
便
國
不
必
法
古
』
。
湯
武

之
王
也
、
不
循
古
而
興
。
殷
夏
之
滅
也
、
不
易
證
而
亡
」
と
見
え

る。
竹
簡
の
接
続
に
つ
い
て
、
「
過
而
改
06
新
」
の
部
分
、
『
周
易
』

益
卦
に
「
君
子
以
見
善
則
遷
、
有
過
則
改
」
。
『
史
記
』
扁
賠
倉
公

列
伝
•
太
倉
公
に
「
妾
切
痛
死
者
不
可
復
生
而
刑
者
不
可
復
績
、

雖
欲
改
過
自
新
、
其
道
莫
由
、
終
不
可
得
」
な
ど
と
類
似
句
が
見

え
る
が
、
陳
剣
は
、

22
簡
十

6
S
7
簡
の
接
続
を
想
定
し
、
「
22
四

荒
之
内
、
是
帝
之
口
。
臨
民
以
仁
、
民
莫
弗
06
新
。
興
興
民
事
、

行
往
視
束
。
民
之
所
喜
、
上
帝
／
是
有
（
祐
）
」
と
読
む
。
曹
峰
も

22
簡
十

6
簡
の
接
続
を
支
持
す
る
が
、
こ
こ
に
「
之
」
を
補
っ
て

「
過
而
改
之
」
と
読
む
点
に
は
あ
ま
り
根
拠
が
な
い
。

「
凡
托
官
於
人
、
是
謂
邦
固
、
托
人
於
官
、
是
謂
邦
腐
」
に
は
、

「
固
」
と
「
腐
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
二
つ
の
見
方
が

あ
る
。
李
零
釈
文
は
、
「
固
」
は
良
い
状
態
、
「
認
」
は
悪
い
状
態

と
取
り
、
前
句
と
後
句
と
は
意
味
が
対
立
し
て
い
る
と
す
る
が
、

陳
偉
は
逆
に
、
「
固
」
は
「
郷
晒
」
「
廃
」
「
病
」
と
い
う
悪
い
意

味
、
「
宮
」
（
釈
文
が
絃
と
隷
定
す
る
字
）
は
「
齊
（
背
骨
）
」
と

い
う
良
い
意
味
に
取
る
。
し
か
し
、
侯
乃
鋒
は
や
は
り
「
固
」
は

良
い
意
味
、
「
覆
」
（
釈
文
が
絃
と
隷
定
す
る
字
）
と
い
う
悪
い
意

味
で
あ
る
と
説
く
。
こ
こ
で
は
、
釈
文
・
侯
乃
鋒
の
意
見
を
採
用

し
た
。「

民
人
乃
0
7
喪
」
の
接
続
に
つ
い
て
、
陳
剣
は
0
6
+
1
7
の
接
続

を
想
定
し
、
「
民
人
乃
1
7
落
。
敬
天
之
敢
、
興
地
之
矩
」
と
読
む
が
、

こ
こ
で
は
、
0
6
+
0
7
の
接
続
で
よ
い
と
考
え
て
解
釈
し
た
。

「
喜
楽
無
期
度
」
の
「
期
度
」
、
釈
文
は
「
限
度
」
に
読
む
が
、

孟
蓬
生
は
「
限
度
」
は
古
語
で
は
な
い
と
し
て
「
期
度
」
に
読
み
、

「
終
極
」
「
窮
尽
」
の
意
と
説
く
。
何
有
祖
は
「
謹
度
」
に
読
み
、

王
蘭
も
そ
れ
を
支
持
し
て
『
潜
夫
論
』
断
訟
篇
に
「
救
民
慎
行
、

徳
義
無
違
、
制
節
謹
度
」
と
あ
り
、
『
孝
経
』
諸
侯
章
に
「
在
上
不

瞬
、
高
而
不
危
、
制
節
謹
度
、
滴
而
不
溢
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す

る
。
こ
こ
で
は
、
孟
蓬
生
説
に
従
っ
た
。

「
浴
皇
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
饗
皇
（
陸
は
む
さ
ぼ
る
）
」
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に
読
む
が
、
楊
澤
生
は
「
淫
荒
（
人
道
に
外
れ
た
す
さ
ん
だ
行
い
）
」

に
読
み
、
『
史
記
』
殷
本
紀
に
「
嘗
是
時
、
夏
架
為
虐
政

11」、

『
漢
書
』
揚
雄
伝
下
に
「
又
恐
後
世
迷
干
一
時
之
事
、
常
以
此
取

國
家
之
大
務
、

11田
猟
、
陵
夷
而
不
禦
也
」
、
『
漢
書
』
諸
侯
王

表
に
「
然
諸
侯
原
本
以
大
、
末
流
濫
以
致
溢
、
小
者

11越法
、

大
者
瞑
孤
横
逆
、
以
害
身
喪
國
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。
曹
峰

は
、
飲
食
を
貪
る
者
を
古
人
は
「
陸
鷺
」
と
呼
ん
だ
の
で
、
「
饗
皇
」

で
よ
い
と
し
、
『
史
記
』
五
帝
本
紀
に
「
絹
雲
氏
有
不
才
子
、
貪
干

飲
食
、
冒
干
貨
賄
、
天
下
謂
之
開
鷲
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。

こ
こ
で
は
、
楊
澤
生
説
に
従
っ
た
。

0
8
邦
四
益
、
是
謂
方
華
、
雖
盈
必
虚
”
。
宮
室
過
度
璽
、
皇
天
之

所
悪
“
‘
雖
成
弗
居
“
。
衣
服
過
制
、
侠
於
美
、
是
謂
違
章
璽
、
上
帝

弗
／
諒
。
鬼
神
程
祀
、
上
帝
乃
恰
、
邦
家
0
9
…
…
保
、
乃
無
凶
災
“
゜

高
陽
日
、
「
母
凶
服
以
享
祀
璽
、
母
錦
衣
絞
祖
“
」
。
？
子
是
謂
忘
神

0
8
邦
四
益
あ
り
、
是
れ
を
方
華
と
謂
い
、
盈
つ
る
と
雖
も
必
ず

虚
な
り
。
宮
室
度
を
過
ぐ
れ
ば
、
皇
天
の
悪
む
所
と
な
り
、
成
る

と
雖
も
居
ら
ず
。
衣
服
制
を
過
ぎ
、
美
に
侠
す
、
是
れ
を
違
章
と

い

ん

よ

ろ

こ

謂
い
、
上
帝
諒
と
せ
ず
。
鬼
神
も
て
程
祀
す
れ
ば
、
上
帝
乃
ち
恰
び
、

邦
家
0
9
…
…
保
、
乃
ち
凶
災
無
し
。
高
陽
日
く
、
「
凶
服
以
て
享
祀

す
る
母
か
れ
、
錦
衣
も
て
絞
祖
す
る
母
か
れ
」
。
？
子
是
れ
を
忘
神

と
謂
う
…
…

国
に
利
益
が
あ
ふ
れ
て
い
る
、
こ
れ
を
「
方
華
」
と
い
、
今

は
満
ち
て
い
て
も
そ
の
う
ち
必
ず
虚
し
く
な
る
。
宮
室
が
度
を
過

ぎ
て
立
派
で
あ
れ
ば
、
皇
天
の
怒
り
を
買
う
と
こ
ろ
と
な
り
、
建

物
が
完
成
し
て
も
、
そ
こ
に
長
く
住
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
衣
服
が
度
を
過
ぎ
て
、
あ
ま
り
に
華
美
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
「
違
章
」
と
言
い
、
上
帝
は
そ
れ
を
了
承
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
鬼
神
を
祭
祀
す
る
と
上
帝
は
喜
び
、
国
は
…
…
保
た
れ
、
そ

し
て
大
き
な
災
い
は
お
こ
ら
な
い
。
高
陽
は
、
「
喪
服
で
祭
祀
し
て

は
な
ら
な
ら
ず
、
あ
で
や
か
な
衣
服
で
葬
礼
を
お
こ
な
っ
て
は
な

ら
な
い
」
と
説
い
た
。
…
…
こ
れ
を
「
忘
神
」
と
言
う
。

冒
頭
の
「
方
華
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
方
芋
」
と
読
み
、
苑

常
喜
は
「
方
孟
」
（
方
形
で
、
中
央
が
丸
く
く
ぼ
ん
だ
大
ざ
ら
）
に

読
む
が
、
い
ず
れ
も
文
意
未
詳
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
何
有
祖
・

曹
峰
が
「
方
華
」
と
す
る
の
に
従
っ
た
。

「
宮
室
過
度
」
に
つ
い
て
は
、
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
『
称
』
に
、

「
宮
室
過
〔
下
〕
度
、
上
帝
所
悪
、
為
者
弗
居
、
雖
居
必
路
」
と
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い
う
類
似
句
が
見
え
る
。

本
節
に
は
、
「
鬼
神
」
「
上
帝
」
が
併
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
例
と
し
て
は
、
『
墨
子
』
天
志
上
篇
に
「
故
昔
三
代
聖
王
萬
湯
文

武
、
欲
以
天
之
為
政
於
天
子
、
明
説
天
下
之
百
姓
、
故
莫
不
描
牛

羊
、
秦
犬
菌
、
潔
為
菜
盛
酒
醜
、
以
祭
祀
上
帝
鬼
神
、
而
求
祈
福

於
式
」
と
あ
る
。
「
天
命
鬼
神
」
の
用
例
と
し
て
は
、
『
春
秋
繁
露
』

祭
義
篇
に
「
見
不
見
之
見
者
、
然
後
知
天
命
鬼
神
、
知
天
命
鬼
神
、

然
後
明
祭
之
意
、
明
祭
之
意
、
乃
知
重
祭
事
、
孔
子
日
、
吾
不
輿

祭
、
如
不
祭
。
祭
神
如
神
在
」
と
あ
る
。

「
程
」
は
ま
つ
る
。
身
を
潔
め
斉
戒
し
て
祭
祀
す
る
こ
と
。
『
左

伝
』
隠
公
十
一
年
に
「
吾
子
孫
其
覆
亡
之
不
暇
、
而
況
能
程
祀
許

乎
」
。
天
神
を
祭
る
礼
と
し
て
は
、
『
周
礼
』
春
官
・
大
宗
伯
に
「
以

程
祀
祀
臭
天
上
帝
、
以
賞
柴
祀
日
月
星
辰
」
と
あ
る
。

「
高
陽
」
は
、
『
三
徳
』
の
中
で
唯
一
登
場
す
る
固
有
名
詞
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
顕
瑣
の
こ
と
。
五
帝
の
一
で
黄
帝
の
孫
、
十
歳
の

時
に
少
臭
を
輔
佐
し
、
二
十
歳
で
帝
位
に
即
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

初
め
高
陽
に
建
国
し
た
の
で
、
高
陽
氏
と
号
す
。
都
を
帝
丘
（
今

河
北
省
液
陽
縣
）
に
建
て
た
。
在
位
七
十
八
年
。
『
史
記
』
五
帝
本

紀
・
黄
帝
に
「
黄
帝
崩
、
葬
橋
山
。
其
孫
昌
意
之
子
高
陽
立
、
是

為
帝
頗
項
也
」
、
同
・
帝
頗
項
に
「
帝
顕
項
高
陽
者
、
黄
帝
之
孫
而

昌
意
之
子
也
。
静
淵
以
有
謀
、
疏
通
而
知
事
。
養
材
以
任
地
、
載

時
以
象
天
、
依
鬼
神
以
制
義
、
治
氣
以
教
化
、
緊
誠
以
祭
祀
。
北

至
干
幽
陵
、
南
至
干
交
趾
、
西
至
干
流
沙
、
東
至
干
蝠
木
。
動
静

之
物
、
大
小
之
神
、
日
月
所
照
、
莫
不
砥
隔
」
と
あ
り
、
頗
頂
の

事
績
と
本
書
の
主
旨
と
に
類
似
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

天
人
相
関
を
基
調
と
す
る
本
文
献
の
主
旨
に
照
ら
し
て
、
こ
う
し

た
顕
瑣
像
は
取
り
上
げ
る
に
最
も
相
応
し
い
帝
王
像
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

「
母
凶
服
以
享
祀
、
母
錦
衣
絞
祖
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
、
『
礼

記
』
玉
藻
篇
に
「
君
衣
狐
白
袈
、
錦
衣
以
褐
之
」
と
あ
る
の
を
指

摘
す
る
。
『
礼
記
』
内
則
篇
に
も
「
不
有
敬
事
、
不
敢
祖
褐
」
と
あ

る
。
「
褐
」
は
肌
ぬ
ぐ
。
衣
を
ず
ら
せ
る
。
陳
偉
は
、
こ
の
句
を
「
母

凶
服
以
享
祀
、
母
錦
衣
絞
祖
」
に
読
み
、
「
凶
服
」
は
喪
服
、
「
享

祀
」
は
祭
祀
、
「
絞
」
「
祖
」
は
と
も
に
凶
服
の
特
徴
で
あ
る
と
説

た
ん
ぶ
ん

く
。
「
絞
」
は
腰
縄
を
し
め
る
、
「
祖
」
は
祖
免
。
左
の
肩
を
ぬ
い

で
冠
を
ぬ
ぎ
髪
を
く
く
る
。
近
親
で
な
い
者
の
喪
礼
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
高
陽
（
頗
瑣
）
の
発
言
は
単
に
喪
服

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
直
後
に
「
？
子
是
謂

忘
神
」
と
解
説
さ
れ
て
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
祭
祀
す

な
わ
ち
「
順
天
」
「
敬
天
」
の
重
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
高
陽
の
発
言
も
、
全
体
の
論
旨
と
一
貫
性
を
有
す

る
と
思
わ
れ
る
。

「
？
子
是
謂
忘
神
」
は
未
詳
部
分
で
あ
る
。
王
貴
元
は
冒
頭
の

字
を
「
侯
」
に
読
み
、
「
侯
子
」
（
梁
子
）
と
は
、
伝
説
で
初
め
て
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1
0
皇
后
日
立
。
母
為
角
言
璽
、
母
為
人
借
璽
、
母
作
大
事
璽
、
母
刈

常
“
、
母
墾
川
璽
、
母
断
湾
霞
、
母
滅
宗
霞
、
母
虚
林
璽
、
母
／
口
敢
璽
、

母
嬰
事
置
、
母
煩
姑
艘
、
母
11
恥
父
兄
霞
、
母
羞
貧
璽
、
母
笑
刑
匿
‘

母
描
深
m
、
母
度
山
璽
、
母
逸
其
身
、
而
多
其
言
霞
°
居
母
惰
璽
、
作

母
荒
璽
。
善
勿
／
滅
“
‘
不
祥
勿
為
璽
。
入
墟
母
楽
璽
、
登
12
丘
母
歌
、

所
以
為
天
證
“
。
臨
川
之
都
霞
、
免
岸
之
邑
霞
、
百
乗
之
家
“
‘
十
室

之
緊
璽
、
宮
室
汗
池
璽
、
各
慎
其
度
璽
、
母
失
其
道
置
。
細
欲
殺
人
、

不
飲
“
不
食
置
。
乗
之
不
固
霞
‘

1
0
皇
后
日
立
。
角
言
を
為
す
母
か
れ
、
人
借
を
為
す
母
か
れ
、

大
事
を
作
す
母
か
れ
、
常
を
刈
る
母
か
れ
、
川
を
塑
ぐ
母
か
れ
、
消

を
断
つ
母
か
れ
、
宗
を
滅
ぼ
す
母
か
れ
、
林
を
虚
し
く
す
る
母
か

(4) 

車
を
造
っ
た
と
さ
れ
る
「
梁
仲
」
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
『
左
伝
』

定
公
元
年
に
「
膵
之
皇
祖
築
仲
居
膵
、
以
為
夏
車
正
」
と
あ
る
の

を
指
摘
し
、
高
陽
は
夏
の
古
帝
、
梁
仲
は
夏
の
車
正
で
あ
る
か
ら
、

二
人
が
続
け
て
登
場
す
る
の
も
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
曹
峰
は
、

「
母
錦
衣
絞
祖
？
子
、
是
謂
忘
神
」
と
句
読
し
、
こ
こ
ま
で
が
高

陽
の
発
言
で
あ
る
と
説
く
。
い
ず
れ
も
一
説
で
あ
る
と
は
思
わ
れ

る
が
、
確
証
は
な
い
。

ぎ
ょ

れ
、
敢
を
口
す
る
母
か
れ
、
事
を
変
う
る
母
か
れ
、
姑
艘
を
煩
わ

す
母
か
れ
、

11
父
兄
を
恥
ず
か
し
む
る
母
か
れ
、
貧
を
羞
ず
か
し

は

か

は

か

む
る
母
か
れ
、
刑
を
笑
う
母
か
れ
、
深
を
描
る
母
か
れ
、
山
を
度
る

母
か
れ
、
其
の
身
を
逸
し
て
其
の
言
を
多
く
す
る
母
か
れ
。
居
る

お
こ
た

に
惰
る
母
か
れ
、
作
す
に
荒
な
る
母
か
れ
。
善
は
滅
す
勿
か
れ
、

不
祥
は
為
す
勿
か
れ
。
墟
に
入
り
て
楽
す
る
母
く
、

12
丘
に
登
り

ひ
ょ
う

て
歌
う
母
き
は
、
天
礼
を
為
す
所
以
。
臨
川
の
都
、
免
岸
の
邑
、

百
乗
の
家
、
十
室
の
緊
、
宮
室
汗
池
、
各
々
其
の
度
を
慎
み
、
其

し
り
ぞ

の
道
を
失
う
母
か
れ
。
殺
人
を
欲
す
る
を
拙
け
、
不
飲
不
食
。
乗

之
不
固
‘

皇
后
日
立
。
激
し
い
言
葉
で
言
い
争
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

人
前
で
声
高
に
騒
い
で
は
な
ら
な
い
。
軽
率
に
大
事
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
常
道
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

川
の
流
れ
を
塞
い
で
は
な
ら
な
い
。
水
流
の
積
緊
す
る
所
を
断
絶

し
て
は
な
ら
な
い
。
宗
族
を
滅
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
。
床
を
虚
し

く
し
て
は
な
ら
な
い
。
敢
を
□
し
て
は
な
ら
な
い
。
既
定
の
事
業

し
ゅ
う
と
め
あ
に
よ
め

を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
姑
や
艘
を
煩
わ
し
て
は
な
ら
な

い
。
父
兄
を
辱
め
て
は
な
ら
な
い
。
貧
者
を
辱
め
て
は
な
ら
な
い
。

受
刑
者
を
笑
っ
て
は
な
ら
な
い
。
川
の
深
度
を
測
っ
て
は
な
ら
な

い
。
山
の
高
さ
を
測
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
が
逸
楽
に
し

て
い
て
お
し
ゃ
べ
り
が
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
家
に
い
て
怠
惰
に
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し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
仕
事
を
す
る
の
に
粗
雑
で
は
い
け
な
い
。

善
い
こ
と
を
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
不
祥
の
こ
と
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
廃
墟
に
入
っ
て
音
楽
を
奏
で
ず
、
丘
に
登
っ
て
歌
わ

な
い
の
は
、
天
の
礼
に
従
う
所
以
で
あ
る
。
川
に
臨
む
大
都
、
岸

に
近
い
邑
、
百
乗
の
家
、
十
室
ほ
ど
の
集
落
、
宮
室
汗
池
は
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
程
度
を
慎
み
、
そ
の
道
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
殺

人
の
欲
望
を
退
け
、
…
…
。

本
節
は
、
「
母

S
S
」
と
い
う
句
法
を
連
続
さ
せ
、
天
の
あ
り
方

に
違
反
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
止
す
る
。
冒
頭
の
「
皇
后
日
立
」

は
文
意
未
詳
で
あ
る
。
曹
峰
は
「
皇
后
」
は
黄
帝
の
こ
と
で
、
「
立
」

は
そ
の
発
言
、
「
立
身
処
事
」
の
意
で
あ
る
と
説
く
が
根
拠
に
乏
し

、。し
「
角
言
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
争
訟
」
の
意
と
推
測
す
る
。

広
く
言
葉
に
よ
る
争
い
の
意
で
あ
ろ
う
。
な
お
以
下
、
「
母

S
S
」

句
が
二
十
四
連
続
す
る
が
、
概
ね
二
句
ず
つ
意
味
的
に
対
に
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
人
借
」
の
「
借
」
は
、
と
な
え
る
、
あ
る
い
は
う
た
い
め
（
歌

を
歌
っ
て
聞
か
せ
る
人
。
広
く
音
楽
師
や
俳
優
の
こ
と
）
。
釈
文
は

「
先
人
而
発
」
と
す
る
が
、
人
前
で
声
高
に
騒
ぐ
の
意
か
と
推
測

さ
れ
る
。
前
句
と
対
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

「
大
事
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
、
祭
祀
や
兵
戎
な
ど
の
重
大
事

と
す
る
。
下
句
の
「
母
刈
常
」
と
対
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
常
道
に

反
す
る
よ
う
な
大
事
を
意
味
し
、
「
母
作
大
事
」
と
は
そ
う
し
た
行

為
を
軽
率
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
の
意
と
な
る
。

「
母
刈
常
」
の
「
刈
」
字
、
釈
文
は
未
定
字
で
「
察
？
」
と
す

る
が
、
李
天
虹
は
「
刈
」
に
読
み
、
害
・
断
の
意
と
説
く
。
晏
昌

貴
も
同
様
に
、
「
撲
」
ま
た
は
「
剪
」
の
意
と
解
す
。
季
旭
昇
は
「
害
」

に
読
む
。
筆
者
も
こ
れ
ら
の
諸
氏
と
同
様
の
意
に
理
解
し
た
。

「
母
滅
宗
、
母
虚
林
」
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
異
説
が
あ
る

が
、
筆
者
は
、
『
左
伝
』
定
公
四
年
に
「
乗
人
之
約
、
非
仁
也
。
~

斜
隔
祀
、
非
孝
也
」
、
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
「
且
禽
文
之
道
之
日
、

得
磯
無
小
、

11無
大
。
則
此
言
鬼
神
之
所
賞
、
無
小
必
賞
之
、

鬼
神
之
所
罰
、
無
大
必
罰
之
」
と
あ
り
、
ま
た
『
国
語
』
楚
語
下
・

葉
公
子
高
論
白
公
勝
必
乱
楚
国
に
「
夫
誰
無
疾
青
。
能
者
早
除
之
。

薔
怨

iI、
國
之
疾
省
也
」
な
ど
と
あ
る
の
を
重
視
し
て
、
両
句

と
も
、
家
系
を
断
絶
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
で
あ
る
と
理
解

す
る
。
後
半
の
「
母
虚
抹
」
の
「
林
」
は
床
、
寝
台
の
意
で
あ
り
、

「
虚
林
」
と
は
子
作
り
に
努
力
し
な
い
、
の
意
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。

「
敢
」
は
『
説
文
解
字
』
に
「
敢
、
禁
也
」
と
あ
り
、
晏
昌
貴

は
、
包
山
楚
簡
に
郷
・
里
の
よ
う
な
意
味
で
記
さ
れ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
が
、
直
前
に
文
字
の
欠
落
も
あ
り
、
文
意
未
詳
で
あ
る
。

「
母
煩
姑
捜
」
に
つ
い
て
釈
文
は
「
母
焚
古
？
」
と
す
る
が
文
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意
未
詳
で
あ
る
。
劉
国
勝
は
、
下
句
の
「
母
恥
父
兄
」
と
の
対
応

を
考
え
、
「
母
煩
姑
艘
」
に
読
む
。
こ
こ
で
は
劉
氏
の
説
に
従
っ
た
。

「
母
描
深
、
母
度
山
」
の
「
描
」
は
測
る
。
「
描
深
」
「
度
山
」

は
、
山
川
の
神
を
冒
漬
す
る
行
為
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

「
入
墟
母
楽
」
の
「
墟
」
字
、
釈
文
は
「
虚
」
に
隷
定
す
る
が
、

晏
昌
貴
は
「
墟
」
（
山
頂
の
中
央
部
が
く
ぼ
ん
だ
大
き
な
丘
の
意
）

に
読
み
、
下
の
「
丘
」
に
対
応
す
る
と
説
く
。
曹
峰
は
、
「
墟
」
「
丘
」

と
も
に
戦
争
や
自
然
災
害
に
よ
る
廃
墟
の
意
で
あ
る
と
説
く
。
筆

者
は
、
「
墟
」
に
つ
い
て
は
廃
墟
、
「
丘
」
は
文
字
通
り
の
丘
で
あ

る
と
考
え
る
。
廃
墟
で
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
も
、
丘
の
上
で
歌
う

こ
と
も
、
と
も
に
、
天
の
礼
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
意
識
が

前
提
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

「
臨
川
之
都
」
の
「
臨
」
字
に
つ
い
て
、
釈
文
は
、
隷
定
字
は

「
監
」
で
あ
る
が
、
「
臨
」
の
誤
写
で
あ
る
と
し
、
「
臨
川
之
都
」

と
は
、
川
に
臨
ん
だ
大
都
の
意
と
す
る
。

「
十
室
之
緊
」
の
「
緊
」
は
釈
文
未
釈
字
で
あ
る
。
釈
文
は
、

『
管
子
』
に
十
家
を
「
源
」
（
立
政
篇
）
ま
た
は
「
連
」
（
乗
馬
篇
）

と
す
る
用
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
何
有
祖
は
「
侶
」
、
蘇
建

洲
は
「
緊
（
州
）
」
、
曹
峰
は
「
造
」
に
読
む
。
こ
こ
で
は
蘇
建
洲

氏
の
説
に
従
っ
た
。

1
3
？
為
首
璽
。
身
且
有
病
“
‘
悪
菜
奥
食
霞
°
邦
且
亡
置
、
悪
聖
人

之
謀
圃
。
室
且
奔
圃
、
不
堕
遂
祭
祀
置
、
唯
？
是
服
璽
°
凡
若
是
者
、

不
有
大
禍
必
大
恥
霞
。
天
之
所
敗
節
其
昧
霞
‘
而
1
4
寡
其
憂
置
。
興
而

起
之
置
、
思
道
？
而
勿
救
璽
°
方
螢
勿
伐
置
、
将
興
勿
殺
璽
、
将
齊
勿

剖
璽
。
是
逢
凶
睦
璽
、
天
災
縁

1
-

（
縄
縄
）
、
弗
滅
不
隕
璽
。
為
／
善
福

乃
束
璽
、
為
不
善
禍
乃
有
之
。
坤

1
5
聴
其
螢
、
百
事
不
遂
、
慮
事
不
成
置
。
仰
天
事
君
、
厳
格
必
信

璽
、
俯
視
【
百
／
姓
】
、
務
農
璽
敬
戒
置
。
母
不
能
而
為
之
璽
、
母
能
而

易
之
瓢
〇
螺
奪
民
時
霞
、
天
飢
必
束
。
1
6
奪
民
時
以
土
功
、
是
謂
稽
霞
‘

不
絶
憂
他
“
‘
必
喪
其
匹
璽
。
奪
民
時
以
水
事
、
是
謂
順
、
喪
以
係

栗
霞
、
四
方
束
器
置
。
奪
民
時
以
兵
事
璽
、
是
【
謂
腐
】

ま
さ

1
3
？
為
首
。
身
且
に
病
有
ら
ん
と
す
れ
ば
、
菜
と
食
と
を
悪
む
。

邦
且
に
亡
び
ん
と
す
れ
ば
、
聖
人
の
謀
を
悪
む
。
室
且
に
奔
て
ら

れ
ん
と
す
れ
ば
、
祭
祀
を
遂
げ
ず
、
唯
？
是
服
。
凡
そ
是
く
の
若

き
者
は
、
大
禍
有
ら
ざ
れ
ば
必
ず
大
恥
あ
り
。
天
の
敗
る
所
、
其

の
昧
を
節
し
て
、
1
4
其
の
憂
い
を
寡
な
く
す
。
興
こ
し
て
之
を
起

と
ど

こ
し
、
道
を
思
い
て
救
む
る
勿
か
れ
。
方
に
営
ま
ん
と
す
る
に
伐

そ

つ
勿
か
れ
、
将
に
興
ら
ん
と
す
る
に
殺
ぐ
勿
か
れ
、
将
に
斉
わ
ん

と
す
る
に
剖
＜
勿
か
れ
。
是
れ
凶
戟
に
逢
い
、
天
災
縄
縄
と
し
て
、
滅
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え
ず
隕
ち
ず
。
善
を
為
せ
ば
福
乃
ち
来
り
、
不
善
を
為
せ
ば
禍
乃

ち
之
有
り
。
埠
（
伸
）

1
5
其
の
営
を
聴
く
も
、
百
事
遂
げ
ず
、
事
を
慮
る
も
成
ら
ず
。

天
を
仰
ぎ
て
君
に
事
え
、
厳
格
な
れ
ば
必
ず
信
あ
り
、
百
姓
を
俯

視
し
、
農
に
務
め
て
敬
戒
せ
し
む
。
不
能
に
し
て
之
を
為
す
母
か

れ
、
能
に
し
て
之
を
易
う
る
母
か
れ
。
隷
し
ば
民
の
時
を
奪
え
ば
、

天
飢
必
ず
来
る
。
1
6
民
の
時
を
奪
う
に
土
功
を
以
て
す
、
是
れ
を

稽
と
謂
い
、
憂
伽
を
絶
た
ざ
れ
ば
、
必
ず
其
の
匹
を
喪
う
。
民
の

時
を
奪
う
に
水
事
を
以
て
す
、
是
れ
を
順
と
謂
い
、
喪
い
て
以
て

つ
づ

楽
を
係
け
れ
ば
、
四
方
来
器
す
。
民
の
時
を
奪
う
に
兵
事
を
以
て

す
、
是
れ
を
【
腐
と
謂
い
】

？
を
首
と
為
す
。
体
が
ま
さ
に
病
気
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と

き
に
は
、
そ
の
前
兆
と
し
て
食
事
を
嫌
う
よ
う
に
な
る
。
国
が
ま

さ
に
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
前
兆
と
し
て
、
為

政
者
が
聖
人
の
言
を
聴
か
な
く
な
る
。
家
が
ま
さ
に
天
か
ら
見
捨

て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
前
兆
と
し
て
、
祭
祀

を
全
う
し
な
く
な
る
。
…
…
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
れ

ば
、
大
い
な
る
災
禍
が
あ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
大
い
な
る
恥
辱
を

受
け
る
こ
と
と
な
る
。
…
…
。
大
い
に
振
興
し
、
正
道
を
思
い
、

躊
躇
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
ま
さ
に
運
営
し
よ
う
と
し
て
る
時
に
、

そ
れ
を
挫
折
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
ま
さ

に
勃
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
そ
の
勢
い
を
殺
ぐ
よ
う
な
こ

と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
ま
さ
に
整
わ
ん
と
し
て
い
る
時
に
、

そ
れ
を
裂
く
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
行

為
は
、
不
吉
な
災
い
に
逢
い
、
天
災
が
次
々
と
消
え
る
こ
と
な
く

や
っ
て
く
る
。
善
行
を
な
せ
ば
福
が
や
っ
て
く
る
。
不
善
を
行
え

ば
災
い
が
お
こ
る
。
…
…
。

そ
の
営
み
を
聴
い
て
も
、
万
事
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
事

を
慮
っ
て
も
完
成
し
な
い
。
天
君
を
仰
い
で
お
仕
え
し
、
己
に
厳

し
く
慎
め
ば
、
必
ず
天
に
信
頼
さ
れ
る
。
百
姓
を
広
く
見
て
、
農

業
に
専
念
し
て
慎
み
戒
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
能
力
が
な
い
も
の

に
強
要
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
仕
事
に
能
力
が
あ
る
者
を
他
の
こ

と
に
使
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
ば
し
ば
民
の
時
を
奪
う
と
、
必
ず

天
の
飢
饉
が
や
っ
て
く
る
。
土
木
工
事
で
民
の
時
を
奪
う
。
こ
れ

を
「
稽
（
と
ど
め
る
）
」
と
言
い
、
為
政
者
が
民
の
憂
憔
を
取
り
除

か
な
け
れ
ば
、
必
ず
民
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
治
水
工
事
で
民
の

時
を
奪
う
。
こ
れ
を
「
順
」
と
言
い
、
民
を
失
っ
て
な
お
逸
楽
を

続
け
て
い
れ
ば
、
四
方
の
民
が
抗
議
に
や
っ
て
く
る
。
軍
事
で
民

の
時
を
奪
う
。
こ
れ
を
【
腐
と
い
】
…
…
。

「
不
遂
祭
祀
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
不
堕
祭
祀
」
と
釈
読
す

る
が
、
文
脈
上
、
「
堕
（
こ
ぼ
つ
）
」
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。
筆

者
は
字
形
の
相
似
か
ら
「
遂
」
字
と
取
り
た
い
。
晏
昌
貴
も
、
隆
、
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王
蘭
は

祟
、
飲
な
ど
の
字
が
入
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

祭
祀
」
に
読
む
。

「
天
之
所
敗
節
其
昧
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
天
之
所
敗
多
其

喜
」
と
す
る
。
李
天
虹
は
「
天
之
所
敗
、
多
其
昧
（
ま
い
な
い
、

賄
賂
）
」
に
読
み
、
祠
健
聰
は
「
多
」
に
は
隷
定
で
き
な
い
と
し
て

「
天
之
所
敗
、
節
其
昧
」
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
文
意
未
詳
で
あ

る。

「
不
随

「
方
螢
勿
伐
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
方
榮
勿
伐
」
と
釈
読
し

て
、
「
榮
」
字
は
管
の
借
字
と
す
る
。
な
お
、
曹
峰
は
こ
の
前
後
三

句
の
「
榮
」
「
興
」
「
育
（
釈
文
が
齊
と
隷
定
す
る
字
）
」
は
す
べ

て
植
物
の
成
長
過
程
を
表
す
語
で
あ
る
と
説
く
。

「
是
逢
凶
戟
」
の
四
字
目
、
釈
文
は
「
朔
」
に
似
て
い
る
と
す

る
が
、
李
天
虹
は
「
醗
」
に
読
む
。
頸
は
非
正
室
の
生
ん
だ
子
。

災
禍
の
意
。
『
左
伝
』
昭
公
十
年
に
「
蘊
利
生
戟
‘
姑
使
無
蘊
乎
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
李
氏
の
説
に
従
っ
た
。

「
為
不
善
禍
乃
有
之
」
の
「
有
」
字
、
釈
文
は
「
或
」
に
隷
定

し
た
上
で
「
惑
」
に
読
む
。
筆
者
は
「
或
」
と
隷
定
し
た
上
で
、

「
有
」
の
意
と
解
し
た
い
。
な
お
、
晏
昌
貴
は
「
或
」
の
ま
ま
で

「
又
」
の
意
に
解
す
る
。

本
節
の
接
続
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
1
4
簡
と

15
簡
の
関

係
で
あ
る
。
釈
文
で
は
、
「
坤
15
聖
（
聴
）
其
螢
」
と
続
け
る
が
、

意
味
の
連
続
に
つ
い
て
は
未
詳
と
す
る
。
陳
剣
は
、
1
3
S
1
4
+
1
9

の
接
続
を
想
定
し
、
「
伸
勿
増
、
磨
人
勿
興
。
皇
天
之
所
奔
、
而
后

帝
之
所
憎
」
と
続
け
て
読
む
。

「
慮
事
不
成
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
且
事
不
成
」
と
釈
読
す

る
が
、
陳
偉
は
、
上
句
と
の
対
応
か
ら
、
「
慮
事
不
成
」
と
読
む
。

こ
こ
で
は
、
陳
偉
氏
に
従
っ
た
。

全
体
の
文
意
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
仰
天
事
君
」
で

あ
る
。
こ
の
「
君
」
を
君
主
の
意
と
取
る
と
、
こ
こ
の
み
臣
下
の

立
場
か
ら
「
事
君
」
を
説
く
こ
と
に
な
り
、
全
体
の
論
調
と
合
致

し
な
い
。
『
三
徳
』
の
基
調
は
、
為
政
者
（
王
•
君
）
に
対
し
て
、

「
順
天
」
「
敬
天
」
の
重
要
性
を
説
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
「
天
君
」
の
互
文
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
は
、

「
天
を
仰
ぎ
て
君
と
し
て
事
え
る
」
の
意
の
可
能
性
も
あ
る
。

「
俯
視
【
百
／
姓
】
」
に
つ
い
て
、
竹
簡
の
断
裂
部
分
、
釈
文
は

「
百
姓
」
の
二
字
を
補
う
が
、
曹
峰
は
「
地
理
」
を
補
う
。
後
続

の
「
民
」
と
の
関
係
を
重
視
す
れ
ば
、
「
百
姓
」
の
可
能
性
が
高
い

で
あ
ろ
う
。

「
螺
奪
民
時
、
天
飢
必
束
」
以
下
の
部
分
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
上

農
篇
に
「
時
事
不
共
、
是
謂
大
凶
。
奪
之
以
土
功
、
是
謂
稽
、
不

絶
憂
唯
、
必
喪
其
粧
。
奪
之
以
水
事
、
是
謂
節
、
喪
以
網
楽
、
四

郡
束
虚
゜
奪
之
以
兵
事
、
是
謂
腐
、
禍
因
脊
歳
、
不
畢
蛭
文
。
~

奪
民
時
、
大
餓
乃
束
。
野
有
疲
未
、
或
談
或
歌
、
旦
則
有
昏
、
喪

粟
甚
多
。
皆
知
其
末
、
莫
知
其
本
、
真
」
と
類
似
句
が
見
え
る
。
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苑
常
喜
は
『
呂
氏
春
秋
』
に
「
敷
奪
民
時
、
大
餓
乃
束
」
と
あ
る

の
で
、
こ
こ
の
「
天
飢
」
は
「
大
飢
」
の
誤
写
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
民
の
時
を
奪
う
」
こ
と
が
天
罰
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
天
」
の
方
が
よ
い
と

思
わ
れ
る
。

「
不
絶
憂
他
、
必
喪
其
匹
」
に
つ
い
て
、
疸
常
喜
は
「
不
縦
憂

憔
、
必
喪
其
匹
」
に
読
み
、
「
匹
」
は
釈
文
の
説
く
よ
う
な
「
配
偶
」

の
意
で
は
な
く
、
匹
夫
・
百
姓
の
意
で
あ
る
と
説
く
。
但
し
、
『
呂

氏
春
秋
』
上
農
篇
に
は
「
不
絶
憂
唯
」
と
「
絶
」
に
作
っ
て
い
る
。

こ
こ
は
、
「
為
政
者
が
民
に
対
す
る
「
憂
伽
（
い
た
わ
り
）
」
を
継

続
し
な
け
れ
ば
」
の
意
で
は
な
く
、
「
為
政
者
が
民
の
「
憂
他
（
う

れ
い
）
」
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

「
是
謂
順
」
の
「
順
」
は
、
ひ
と
ま
ず
釈
文
の
釈
読
に
従
う
が
、

こ
こ
は
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
何
か
悪
い
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
『
呂
氏
春
秋
』
上
農
篇
は
「
奪
之
以
水
事
、
是
謂
箭
」
に
作

る
。
「
篠
」
は
三
つ
穴
の
あ
い
た
笛
゜
習
字
用
の
書
写
版
（
石
板
・

黒
板
）
。
『
説
文
解
字
』
に
「
箭
、
書
憧
竹
筈
也
」
、
そ
の
段
玉
裁

注
に
「
箱
亦
謂
之
触
。
蓋
以
白
増
染
之
、
可
拭
去
再
書
者
」
と
あ

る
。
愈
越
は
、
「
箭
」
で
は
意
味
不
通
と
し
て
「
溜
」
に
読
み
、
『
荘

子
』
知
北
遊
篇
の
釈
文
に
「
濯
、
潰
也
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
陳
斯
鵬
は
「
潮
」
に
読
み
、
「
津
」
（
汚
泥
の
中
に
溺
れ
る
）

の
意
と
解
す
。
一
説
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
順
」
で
は

意
味
が
通
ら
な
い
。

「
喪
怠
係
栗
、
四
方
束
器
」
に
関
連
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
上
農

篇
の
当
該
部
分
は
「
喪
以
継
梨
、
四
郡
束
虐
」
（
高
誘
注
に
「
継
、

績
也
」
）
に
作
る
。
「
喪
以
継
栗
」
は
、
（
民
を
）
失
う
こ
と
に
な

っ
て
も
（
君
主
が
）
ま
だ
楽
し
み
を
続
け
て
い
る
（
音
楽
に
ふ
け

っ
て
い
る
）
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

「
奪
民
時
以
兵
事
、
是
【
謂
腐
】
」
の
欠
字
補
充
は
、
『
呂
氏
春

秋
』
上
農
篇
に
「
奪
之
以
兵
事
、
是
謂
腐
」
と
あ
る
の
に
よ
る
推

定
で
あ
る
。

1
7
客
瓢
。
敬
天
之
圏
、
興
地
之
矩
璽
、
恒
道
必
皇
。
天
哉
／
人
哉
、

先
何
親
哉
璽
、
没
其
身
哉
置
。
知
天
足
以
順
時
璽
、
知
地
足
以
固
材
璽
、

知
人
足
以
會
親
璽
。
不
修
其
成
璽
、
而
1
8
死
於
刃
下
璽

0

孵
貌
食
虎
璽
、

天
無
不
従
“
。
好
昌
天
従
之
璽
、
好
旺
天
従
之
璽
、
好
祓
天
従
之
璽
、

好
長
天
従
之
置
。
順
天
之
時
、
起
地
之
【
紀
】
…
…

あ
き

1
7
客
。
天
の
圏
に
敬
し
み
、
地
の
矩
を
興
せ
ば
、
恒
道
必
ず
皇
ら

か
な
り
。
天
な
る
か
な
人
な
る
か
な
、
免
何
親
哉
、
其
の
身
を
没

す
る
か
な
。
天
を
知
れ
ば
以
て
時
に
順
う
に
足
り
、
地
を
知
れ
ば

あ
っ

以
て
材
を
固
く
す
る
に
足
り
、
人
を
知
れ
ば
以
て
親
に
会
む
る
に
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足
る
。
其
の
成
を
修
め
ざ
れ
ば
而
ち

18
刃
下
に
死
す
。
孵
貌
虎
を

ょ

食
う
、
天
従
わ
ざ
る
無
し
。
昌
を
好
め
ば
天
之
に
従
り
、
旺
を
好

め
ば
天
之
に
従
り
、
祓
を
好
め
ば
天
之
に
従
り
、
長
を
好
め
ば
天

之
に
従
る
。
天
の
時
に
順
い
、
地
の
【
紀
？
】
を
起
こ
し
…
…

の
り

客
。
天
の
禁
ず
る
こ
と
に
慎
み
、
地
の
則
を
発
揮
す
れ
ば
、
常

な
る
道
は
必
ず
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
天
な
る
か
な
人
な
る

か
な
°
:
・
…
。
寿
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
天

を
知
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
に
従
う
こ
と
が
で
き
、
地
を
知
れ

ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
源
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
を
知
れ

ば
、
親
し
い
者
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
完
成
を
修
め
な

け
れ
ば
刃
の
下
に
死
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
…
…
。
「
昌
」
を
好
め
ば

天
は
そ
れ
に
従
い
、
「
旺
（
旺
盛
）
」
を
好
め
ば
、
天
は
そ
れ
に
従

い
、
「
祓
」
を
好
め
ば
、
天
は
そ
れ
に
従
い
、
「
長
」
を
好
め
ば
、

天
は
そ
れ
に
従
う
。
天
の
時
に
従
い
、
地
の
紀
を
お
こ
し
、
…
…

李
零
氏
の
原
釈
文
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
接
続
関
係
が
ほ
と
ん

ど
未
詳
と
な
る
。
曹
峰
は

8
簡
＋
1
7
簡
で
、
「
邦
家
[
不
9
J
客
(
路
？

露
？
）
」
と
読
む
が
、
「
不
」
字
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が

難
点
で
あ
る
。

「
敬
天
之
圏
」
の
「
圏
」
字
、
釈
文
は
未
詳
と
す
る
。
類
例
と

し
て
、
『
書
経
』
周
書
・
洛
詰
に
「
敬
天
之
休
」
、
『
詩
経
』
大
雅
・

生
民
之
什
•
板
に
「
敬
天
之
怒
、
無
敢
戯
豫
、
敬
天
之
愉
、
無
敢

馳
謳
」
な
ど
の
例
が
見
え
る
。
『
三
徳
』
と
『
詩
経
』
『
書
経
』
と

の
強
い
類
縁
性
を
示
唆
す
る
箇
所
で
あ
る
。
陳
偉
は
「
園
」
「
圏
」

に
読
み
、
「
禁
」
の
意
と
解
す
。
こ
こ
で
は
、
陳
偉
氏
に
従
い
、
「
圏
」

に
読
む
。

「
知
天
足
以
順
時
」
以
下
、
天
・
地
・
人
が
並
列
関
係
に
置
か

れ
て
お
り
、
冒
頭
の
第
1
簡
に
呼
応
す
る
。
天
・
地
・
人
の
並
列

は
、
例
え
ば
、
『
管
子
』
内
業
篇
に
「
天
主
正
、
地
主
平
、
人
主
安

静
。
春
秋
冬
夏
、
天
之
時
也
、
山
陵
川
谷
、
地
之
枝
也
、
喜
怒
取

予
、
人
之
謀
也
、
是
故
聖
人
奥
時
嬰
而
不
化
、
従
物
而
不
移
。
能

正
能
静
、
然
後
能
定
」
と
見
え
る
。

「
知
地
足
以
固
材
」
の
「
知
地
」
は
、
『
周
礼
』
地
官
司
徒
•
土

訓
に
「
以
詔
辟
忌
、
以
知
地
俗
」
と
あ
る
。
「
固
」
字
、
釈
文
は
「
古
」

と
隷
定
し
た
上
で
「
固
」
に
釈
読
す
る
が
、
秦
暁
華
は
「
由
（
育
）
」

に
読
み
、
『
詩
経
』
小
雅
•
南
有
嘉
魚
之
什
・
蒋
蒋
者
我
に
「
蒋
腎

者
我
、
栗
育
材
也
、
君
子
能
長
育
人
材
、
則
天
下
喜
楽
之
突
」
と

あ
る
の
を
指
摘
し
て
、
「
培
養
人
材
」
の
意
と
説
く
。
確
か
に
、
『
周

礼
』
『
詩
経
』
の
用
例
に
沿
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
地
方
の
人
材
の
意

味
と
も
取
れ
る
が
、
こ
こ
は
「
知
天
」
「
知
地
」
「
知
人
」
が
並
列

さ
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
「
知
地
」
と
は
む
し
ろ
大
地
の
資
源
を
把
握

し
て
確
固
た
る
も
の
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
か
と
推
測
さ
れ

る。

(91) 



1
7
.
1
8
簡
の
接
続
に
つ
い
て
、
釈
文
は
、
一
応
の
連
接
を
想
定

す
る
が
、
陳
剣
は
こ
の

17
簡
の
後
に
1
5
S
1
6
簡
が
接
続
す
る
と
し

て
、
「
不
修
其
成
、
而
1
5
聴
其
螢
、
百
事
不
遂
‘
慮
事
不
成
」
と
読

む
。
先
述
の
通
り
、
1
4
.
1
5
簡
の
接
続
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。

17

+
1
5
簡
と
す
る
の
は
、
妥
当
な
説
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
陳
剣
は
、

21
簡
と
こ
の

18
簡
が
接
続
す
る
と
し
て
、
「
諒
、

竿
之
長
。
拘
株
覆
車
、
善
源
者

18
死
於
梁
下
、
孵
貌
食
虎
」
に
読

み
、
軽
微
な
こ
と
に
注
意
を
怠
る
と
大
き
な
禍
敗
と
な
る
の
意
で

あ
る
と
説
く
。
こ
れ
も
、
傾
聴
に
値
す
る
意
見
で
あ
ろ
う
。

「
孵
貌
食
虎
、
天
無
不
従
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
孵
貌
」
を

「
竣
視
」
（
獅
子
）
の
別
名
と
し
、
「
食
虎
」
は
祥
瑞
で
あ
る
か
ら

「
天
無
不
従
」
だ
と
説
く
。

「
好
昌
天
従
之
」
以
下
の
四
句
の
内
、
二
句
目
の
「
旺
」
字
、

李
天
虹
は
「
買
」
に
隷
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
祠
健
聰
は
「
喪
」

に
読
む
。
三
句
目
の
「
祓
」
字
、
陳
剣
は
「
友
」
に
読
む
が
、
侯

乃
鋒
は
「
昌
」
「
旺
」
「
祓
」
「
長
」
の
四
句
、
い
ず
れ
も
良
い
意

ふ
つ

味
だ
と
し
て
三
句
目
を
「
祓
（
福
）
」
と
解
す
。
こ
こ
で
は
、
侯
氏

の
説
に
従
っ
た
。

「
起
地
之
【
紀
】
」
に
つ
い
て
、
曹
峰
は
こ
こ
が
全
文
の
結
語
で

あ
り
、
篇
首
の
天
・
地
・
人
に
呼
応
し
て
い
る
は
ず
だ
と
し
て
「
起

地
之
【
材
、
口
民
之
口
】
」
と
推
測
す
る
。
但
し
、
そ
も
そ
も
18
簡

は
下
端
残
欠
で
、
末
尾
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い
（
注
3
)
0

以
下
、
1
9
簡

S
附
簡
ま
で
は
、
釈
文
で
接
続
未
詳
と
さ
れ
て
い

る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
未
釈
字
・
難
読
字
も
多
く
、
文
意
を
取

り
づ
ら
い
箇
所
も
多
い
。
便
宜
上
、
第
①
節
と
し
て
一
括
し
て
掲

げ
る
。1

9
踏
勿
増
璽
、
暖
人
勿
興
瓢
。
皇
天
之
所
弁
匿
‘
而
后
帝
之
所
憎
霞
〇

晦
日
冥
冥
、
上
天
有
下
政
、
萱
口
…
…

1
9
賭
は
増
す
勿
か
れ
、
廃
人
は
興
す
勿
か
れ
。
皇
天
の
弁
つ
る

所
に
し
て
、
后
帝
の
憎
む
所
な
り
。
晦
を
冥
冥
と
日
う
。
上
天
に

下
政
有
り
、
口
…
…

膳
は
増
し
て
は
な
ら
な
い
。
廃
人
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
。

皇
天
の
見
捨
て
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
后
帝
の
憎
む
と
こ
ろ
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
晦
い
さ
ま
を
「
冥
冥
」
と
言
い
、
…
…
。

冒
頭
句
、
釈
文
は
四
字
句
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
陳
剣

は
1
4
簡
が
接
続
す
る
と
し
て
、
「
伸
踏
勿
増
」
と
す
る
。
妥
当
な
見

解
で
あ
ろ
う
。
目
を
「
賭
」
に
読
む
の
は
、
季
旭
昇
•
李
天
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虹
の
説
に
よ
る
。

「
后
帝
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
句
帝
」
と
隷
定
し
た
上
で
、

「
后
帝
」
に
釈
読
す
る
。
天
帝
の
意
で
あ
ろ
う
。
『
詩
経
』
魯
頌
．

駒
之
什
．
悶
宮
に
「
皇
皇
后
帝
、
皇
祖
后
稜
」
（
箋
云
、
皇
皇
后
帝

謂
天
也
）
、
『
論
語
』
尭
日
篇
に
「
予
小
子
履
、
敢
用
玄
牡
、
敢
昭

告
干
皇
皇
后
帝
。
有
罪
不
敢
赦
。
帝
臣
不
蔽
、
簡
在
帝
心
。
朕
射

有
罪
、
無
以
萬
方
。
萬
方
有
罪
、
罪
在
朕
射
」
と
あ
る
。

「
晦
日
冥
冥
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
母
曰
冥
冥
」
と
す
る
が
、

文
意
未
詳
で
あ
る
。
劉
信
芳
は
「
晦
」
に
読
む
。
こ
こ
で
も
そ
の

説
に
従
っ
た
。

2
0
…
…
付
？
之
不
駄
霞
°
至
刑
以
依
"
‘

瓢
、
鬼
神
是
祐
霞
゜
慎
守
虚
？
…
…

2
0
…
…
付
？
之
不
戟
。
至
刑
以
依
、
？
去
以
謀
。

所
は
、
鬼
神
是
れ
祐
く
。
虚
？
を
慎
み
守
り
…
…

゜

．．．．．． 
゜
．．． 

？
去
以
謀
置
。
民
之
所
欲

民
の
欲
す
る

民
の
欲
す
る
と
こ
ろ
は
、
鬼
神
も
そ
れ
を
助
け
る
。
…

全
体
の
文
意
は
未
詳
で
あ
る
が
、
民
の
切
望
す
る
と
こ
ろ
に
つ

い
て
、
鬼
神
が
そ
れ
に
助
力
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ

れ
る
。
人
と
鬼
神
と
の
密
接
な
関
係
を
説
く
部
分
で
あ
り
、
天
人

相
関
を
基
調
と
す
る
『
三
徳
』
全
体
の
文
意
に
沿
っ
た
内
容
で
あ

る。
文
意
未
詳
で
あ
る
が
、
前
記
の
通
り
、
陳
剣
は
、
こ
の
2
1
簡
が

1
8
簡
に
接
続
す
る
と
し
て
、
「
諒
、
竿
之
長
。
拘
株
覆
車
、
善
源
者

死
於
梁
下
、
孵
貌
食
虎
」
に
読
み
、
軽
微
な
こ
と
に
注
意
を
怠
る

と
大
き
な
禍
敗
と
な
る
の
意
で
あ
る
と
説
く
。

2
2
…
…
之
疏
未
可
以
遂
璽
、
君
子
不
慎
其
徳
I
I
O

帝
之
【
闊
】
璽
。
臨
民
以
仁
璽
、
民
莫
弗
【
親
】

2
2
…
…
之
疏
未
可
以
遂
、
君
子
は
其
の
徳
を
慎
ま
ず
。
四
荒
の

内
、
是
れ
帝
の
関
。
民
に
臨
む
に
仁
を
以
て
す
れ
ば
、
民
親
し
ま

ざ
る
莫
し
。

「
君
子
不
慎
其
徳
」
の
「
君
子
」
は
、
『
三
徳
』
中
唯
一
登
場
す

る
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
竹
簡
の
断
裂
か
ら
前
句
と
の
対
応
が
不

明
で
あ
り
文
意
未
詳
で
あ
る
。

「
是
帝
之
【
闊
】
」
の
欠
字
補
充
に
つ
い
て
、
釈
文
は
未
釈
、
何

2
1
…
…
京
璽
、
竿
之
長
拘
株
覆
車
善
源
者
、

四
荒
之
内
、
是
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以
上
、
上
博
楚
簡
『
三
徳
』
を
、

七
節
に
分
け
て
釈
読
し
て
き

有
祖
は
「
間
」
と
読
み
、
「
四
荒
之
内
、
皆
在
帝
之
里
、
即
皆
為
帝

土
」
の
意
と
解
す
。
苑
常
喜
も
、
意
味
は
同
様
と
し
つ
つ
も
、
字

形
か
ら
「
間
」
に
は
読
め
な
い
と
し
、
「
闊
」
（
門
戸
の
意
）
に
読

む。
な
お
、
接
続
に
つ
い
て
、
陳
偉
は

2
2
+
6
の
可
能
性
を
指
摘
す

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
可
能
性
を
考
慮
し
、
第
6
簡
冒
頭
の
「
新
」

字
を
「
親
」
に
釈
読
し
て
み
た
。

[
附
簡
】
…
…
【
不
】
俯
干
時
置
。
上
帝
喜
之
、
乃
無
凶
災
。
…
…

（
香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
文
物
館
所
蔵
）

【
附
簡
】
…
…
時
に
塀
ら
ず
。
上
帝
之
を
喜
び
、
乃
ち
凶
災
無
し
。

時
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
。
そ
う
し
た
様
子
を
上
帝
は
喜
び
、

不
吉
な
災
い
が
お
こ
る
こ
と
も
な
い
。

「
凶
災
」
は
、
『
礼
記
』
月
令
に
「
是
月
也
…
…
必
有
凶
災
」
と

あ
る
。
曹
峰
は
、
こ
の
後
に

9
簡
「
…
…
保
、
乃
無
凶
災
」
の
接

続
を
想
定
す
る
が
、
竹
簡
残
欠
の
た
め
確
定
し
が
た
い
。

た
。
難
読
文
字
や
竹
簡
の
断
裂
も
あ
っ
て
、
未
釈
の
部
分
も
若
干

残
る
が
、
『
三
徳
』
の
思
想
史
的
特
質
と
意
義
と
を
解
明
す
る
基
礎

は
一
応
整
っ
た
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
竹
簡
の
配
列
・
接
続
に
つ

い
て
は
、
右
の
釈
読
の
中
で
も
言
及
し
て
き
た
通
り
、
李
零
氏
の

釈
文
以
外
に
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
異
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
文
献
で
は
、
二
十
二
簡
全
て
の
再
配
列
を
確
定
す

る
た
め
の
決
定
的
な
根
拠
が
な
く
、
現
時
点
で
は
、
全
体
の
連
接

を
特
定
す
る
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
連
接
が
確
定
し
な
い
以
上
、
内
容
の
分
析
は
行
え
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
次
の
よ
う
な

理
由
か
ら
、
一
定
の
読
解
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、

『
三
徳
』
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

『
三
徳
』
の
文
献
的
性
格

『
三
徳
』
の
竹
簡
配
列
・
接
続
は
、
依
然
と
し
て
不
明
な
箇
所

が
多
い
。
た
だ
、
『
三
徳
』
の
文
献
的
特
質
と
し
て
、
論
説
形
式
の

文
献
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
た
上
博
楚
簡
に
は
様
々
な
文
献
が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
文
献
的
特
質
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
な
も
の
を
分
類

し
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
注
4
)
0

第
一
は
、
『
魯
邦
大
旱
』
『
民
之
父
母
』
『
相
邦
之
道
』
『
影
祖
』
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『
昭
王
毀
室
』
『
昭
王
輿
巽
之
牌
』
『
束
大
王
泊
旱
』
『
曹
沫
之
陳
』

な
ど
に
見
ら
れ
る
会
話
体
の
文
献
で
あ
る
。
『
魯
邦
大
旱
』
で
は
、

魯
の
哀
公
と
孔
子
お
よ
び
子
貢
の
会
話
に
よ
っ
て
話
が
進
行
し
、

『
民
之
父
母
』
を
構
成
す
る
の
は
、
子
夏
と
孔
子
の
問
答
で
あ
る
。

『
影
祖
』
も
、
君
主
で
あ
る
影
祖
と
臣
下
で
あ
る
者
老
と
の
君
臣

問
答
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
『
昭
王
毀
室
』
『
昭

王
典
罪
之
牌
』
は
、
楚
の
昭
王
に
関
わ
る
説
話
、
『
束
大
王
泊
旱
』

は
、
楚
の
簡
王
に
関
わ
る
説
話
で
あ
る
が
、
と
も
に
王
と
臣
下
の

会
話
体
で
あ
る
点
に
共
通
の
特
徴
を
有
す
る
（
注
5
)
0

こ
れ
ら
の
文
献
は
、
竹
簡
の
配
列
・
接
続
に
関
す
る
考
察
が
、

決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
「

S
S
日
」
と
い
う
発
話
の

部
分
を
手
が
か
り
に
文
脈
を
推
定
し
、
竹
簡
を
ほ
ぽ
完
璧
に
再
配

列
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
研
究
者
の
側
が
接

続
を
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
り
、
脱
簡
の
た
め
に
再
配
列
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
深
刻
な
事
態
が
発
生
す
る
。
例
え
ば
、

実
は
孔
子
の
発
言
で
あ
る
部
分
を
子
貢
の
発
言
で
あ
る
と
誤
読
し

て
し
ま
っ
た
り
、
竹
簡
の
接
続
を
誤
解
し
て
文
意
が
完
全
に
逆
転

し
て
し
ま
う
な
ど
の
重
大
な
事
態
を
招
く
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ

る。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
『
孔
子

詩
論
』
『
細
衣
』
『
性
情
論
』
『
従
政
』
『
昔
者
君
老
』
『
容
成
氏
』
『
恒

先
』
『
内
礼
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
論
説
形
式
の
文
献
で
あ
る
。
こ

の
内
、
『
孔
子
詩
論
』
は
、
「
詩
」
に
つ
い
て
の
論
評
で
、
撰
者
の

解
説
が
大
半
を
占
め
る
が
、
部
分
的
に
、
「
孔
子
日
」
と
し
て
孔
子

言
が
挿
入
さ
れ
る
。
『
細
衣
』
は
、
基
本
的
に
現
行
本
『
礼
記
』
細

衣
篇
と
同
内
容
の
文
献
で
あ
り
、
「
子
日
」
を
区
切
り
と
し
て
全
二

十
三
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
『
性
情
論
』
は
、
郭
店
楚
簡
『
性

自
命
出
』
と
基
本
的
に
同
内
容
の
文
献
で
あ
る
。
「
命
」
「
性
」
「
情
」

な
ど
に
つ
い
て
論
説
す
る
内
容
で
、
全
体
は
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ッ

ク
に
分
け
ら
れ
る
。
『
従
政
』
は
、
「
聞
之
日
」
と
い
う
聞
き
書
き

の
体
裁
に
特
色
を
持
ち
、
少
な
く
と
も
十
八
程
度
の
節
か
ら
構
成

さ
れ
る
（
注
6
)
。
『
容
成
氏
』
は
、
古
代
帝
王
の
系
譜
を
記
し
な
が
ら

禅
譲
論
を
説
く
と
い
う
、
首
尾
一
貫
し
た
長
大
な
文
献
で
あ
る
。

『
恒
先
』
は
、
独
特
の
宇
宙
生
成
論
を
説
く
。
『
内
礼
』
は
、
七
段

落
か
ら
な
り
、
第
一
か
ら
第
四
段
落
ま
で
は
、
連
続
し
て
文
意
が

読
み
取
れ
る
が
、
五
段
落
以
降
は
、
連
続
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
独
立
し
た
節
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
部
分
的
に
『
大
戴
礼
記
』

曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
の
記
述
と
密
接
な
関
係
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
「
孝
」
や
「
礼
」
に
つ
い
て
論
説

す
る
文
献
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
献
は
、
ど
の
よ
う
に
竹
簡
の
配
列
・
接
続
が
検
討

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
『
孔
子
詩
論
』
『
細
衣
』
『
内
礼
』

な
ど
、
伝
世
文
献
と
重
複
す
る
部
分
を
有
す
る
文
献
は
、
そ
の
関

係
を
手
が
か
り
に
、
比
較
的
容
易
に
再
配
列
が
確
定
さ
れ
る
場
合
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が
あ
る
。
『
孔
子
詩
論
』
は
、
『
詩
経
』
が
手
が
か
り
と
な
り
、
『
細

衣
』
や
『
内
礼
』
は
、
『
礼
記
』
や
『
大
戴
礼
記
』
が
大
き
な
手
が

か
り
と
な
る
。

ま
た
、
『
容
成
氏
』
や
『
恒
先
』
の
よ
う
に
‘
―
つ
の
主
題
の
も

と
に
順
序
よ
く
論
説
が
展
開
さ
れ
る
場
合
も
、
論
理
そ
の
も
の
が

再
配
列
の
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
会
話
体
で
は

な
い
も
の
の
、
論
説
全
体
に
一
貫
し
た
文
脈
が
認
め
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
『
容
成
氏
』
で
あ
れ
ば
、
古
代
帝
王
の
系
譜
に
沿
っ
て
論

説
が
進
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
発
と
萬
の
登
場
の
順
番
が

入
れ
替
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
『
恒
先
』
も
、
宇
宙

生
成
の
過
程
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
初
的
な
「
恒
先
」

か
ら
順
を
追
っ
て
論
説
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

「
恒
先
」
や
「
気
」
を
説
い
て
い
る
宇
宙
生
成
の
初
期
の
段
階
に
、

突
如
「
人
」
が
登
場
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
う
し
た
文
献

で
は
、
竹
簡
の
配
列
・
接
続
は
、
先
の
会
話
体
の
文
献
と
同
様
、

決
定
的
な
意
味
を
持
つ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
『
性
情
論
』
や
『
従
政
』
は
、
や
や
特
殊
な
状
況
に

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
言
わ
ば
「
プ
ロ
ッ
ク
体
」
の
論
説
形
式
を
取

る
文
献
で
あ
る
。
『
性
情
論
』
は
、
郭
店
楚
簡
『
性
自
命
出
』
と
基

本
的
に
は
同
一
の
文
献
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
竹

簡
配
列
は
『
性
自
命
出
』
と
同
一
に
は
な
ら
な
い
。
プ
ロ
ッ
ク
ご

と
に
相
当
の
入
れ
替
え
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
性

情
論
』
と
『
性
自
命
出
』
と
は
、
同
文
献
の
異
な
る
テ
キ
ス
ト

（
異
本
）
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
相
違
は
、
こ
の
文
献
が
、

ブ
ロ
ッ
ク
体
の
論
説
形
式
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
推

測
さ
れ
る
（
注
7)°

つ
ま
り
、
文
献
全
体
が
、
大
筋
で
は
共
通
の
主

題
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
の
論
述
は
、
多
く
の
プ
ロ
ッ
ク
の
集
積
か

ら
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ブ
ロ
ッ
ク

内
の
文
脈
は
一
定
で
あ
り
な
が
ら
も
、
プ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
入
れ
替

え
が
、
伝
写
の
間
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
従
政
』
も
、
「
聞
之
日
」
と
い
う
聞
き
書
き
の
体
裁
で
全
体
が

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
竹
簡
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
異
説
も
多
い
。

そ
の
原
因
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
文
献
が
、
「
聞
之
日
」
を
書
き
出
し

と
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
体
の
論
説
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
プ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
緊
密
な
論
理
の
展
開
と
い
う
も
の
は
特

に
想
定
で
き
ず
、
全
体
は
「
従
政
」
と
い
う
主
題
の
も
と
に
緩
や

か
な
関
係
を
持
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点

は
、
『
性
情
論
』
『
性
自
命
出
』
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
を
伝
世
文
献
と
の
関
係
か
ら
裏
付
け
る
の
は
、

『
細
衣
』
で
あ
る
。
『
細
衣
』
は
、
郭
店
楚
簡
『
細
衣
』
、
『
礼
記
』

縦
衣
篇
と
基
本
的
に
は
同
一
内
容
で
あ
る
が
、
楚
簡
本
と
現
行
本

と
の
間
に
は
、
構
成
の
相
違
が
あ
る
。
現
行
本
『
礼
記
』
細
衣
篇

は
「
子
日
」
で
始
ま
る
章
が
二
十
五
あ
る
の
に
対
し
て
、
楚
簡
本

『
細
衣
』
は
、
『
礼
記
』
細
衣
篇
の
第
一
章
、
第
十
六
章
、
第
十
八
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章
に
相
当
す
る
部
分
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
第
七
に
相
当
す
る
部

分
が
二
つ
の
別
の
章
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
行
本
『
礼
記
』

細
衣
篇
に
見
ら
れ
る
『
易
』
か
ら
の
引
用
は
、
楚
簡
本
に
は
存
在

し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
現
行
本
に
し
ろ
、
楚
簡
本
に
し
ろ
、
「
細

衣
」
と
い
う
文
献
が
、
多
く
の
プ
ロ
ッ
ク
（
章
）
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、
伝
写
の
過
程
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
異
同
を
生
じ
や
す

か
っ
た
、
と
い
う
事
情
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
文
献
で
は
、
脱
簡
•
残
簡
の
程
度
に
も
よ
る
が
、
先

の
論
説
形
式
の
も
の
と
は
異
な
り
、
竹
簡
の
配
列
・
接
続
を
完
璧

に
確
定
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
幸
い
、
『
性
情

論
』
『
従
政
』
と
も
、
墨
釘
・
留
白
の
現
象
に
よ
っ
て
、
末
尾
簡
を

特
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
他
の
竹
簡
の
配
列
・
接
続

は
、
不
明
な
箇
所
を
残
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
場
合
、
内
容
面
の
検
討
は
い
っ
こ
う
に
進
ま
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
『
性
情
論
』
『
従
政
』
と
も
、
各
ブ
ロ

ッ
ク
間
が
緊
密
な
論
理
に
よ
っ
て
連
続
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

会
話
体
で
構
成
さ
れ
る
文
献
や
、
一
貫
し
た
論
説
に
よ
っ
て
文
脈

が
連
続
す
る
文
献
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
読
解
に
は
困
難
が
伴
う
と

も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
致
命
的
な
誤
読
が
あ

ま
り
生
じ
な
い
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
会
話
体
の
文
献
で
は
、
一
っ
の
竹
簡
配
列
の
誤
り
が
致
命
的

な
誤
読
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
が
、
『
性
情
論
』
や
『
従

政
』
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
論
理
を
正
確
に
読
み
取
れ
ば
、
た
と

え
、
ブ
ロ
ッ
ク
間
の
接
続
が
未
詳
で
あ
る
と
し
て
も
、
文
献
全
体

の
意
味
は
ほ
ぼ
適
正
に
読
み
取
れ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
『
従
政
』

に
お
い
て
、
三
番
目
の
プ
ロ
ッ
ク
と
四
番
目
の
プ
ロ
ッ
ク
と
を
入

れ
替
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
全
く
読
解
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
『
論
語
』
に
お
い
て
、
特
定
の
章
を

除
き
、
「
子
日
」
で
始
ま
る
孔
子
の
言
葉
（
章
）
を
多
少
入
れ
替
え

て
も
、
『
論
語
』
全
体
の
読
解
に
大
き
な
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い

の
と
同
様
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
う
し
た
文
献
に
お
い
て
は
、
仮
に
竹
簡
全
体
の
連

接
が
確
定
で
き
な
く
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
考
察
は
充
分
可
能
と

な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
検
討
の
蓄
積
の
上
に
立
っ
て
、
総
合

的
に
そ
の
文
献
の
思
想
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
上
博
楚
簡
『
三
徳
』
の
文
献
的
性
格
は
、
右
の
い

ず
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
論

説
形
式
の
文
献
で
あ
る
。
僅
か
に
、
第
9
簡
に
「
高
陽
日
」
、
第
1
0

簡
に
「
皇
后
日
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
撰
者
の
論
説
の
中
に
、

「
日
」
句
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
先
の
『
孔
子
詩
論
』
に

類
似
す
る
事
例
で
あ
る
。
『
三
徳
』
全
体
が
会
話
体
の
文
献
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
三
徳
』
の
論
述
は
、
『
恒
先
』

や
『
容
成
氏
』
の
よ
う
に
、
緊
密
に
連
続
す
る
首
尾
一
貫
し
た
論
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説
形
式
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
『
性
情
論
』
や
『
従

政
』
に
近
い
形
式
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
現
時
点
に
お
い
て
、
竹
簡
配
列
に
関
す
る
主
要
な
見
解

は
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
釈
文
の
作
成
を
担
当
し
た
李
零
氏
は
、

1
S
9

、

1
0
S
1
6
、

1
7
+
1
8
、

1
9
:…

•
2
2、附
簡
、
と
配
列
す
る
。

1
S
9
、
お
よ
び

l
O
S
1
6
、
さ
ら
に

1
7
+
1
8
の
連
接
は
ほ
ぼ
確
実

で
あ
る
が
、

19
簡
以
降
の
連
接
は
未
詳
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
陳
剣
氏
は
、

1
+
4
S
5
、
1
3
S
1
4
+
1
9
、
1
7
+

1
5
S
1
6
、
2
1
+
1
8
、
2
2
+
6
S
7
、
1
2
+
2
0
と
い
う
連
接
を
想
定

す
る
。
侯
乃
鋒
氏
も
、

1
+
4
S
5
と
い
う
連
接
を
支
持
し
た
上

で
、
そ
の
前
に

2
簡
を
配
置
す
る
。
王
蘭
氏
は
、

2
+
3
+
1
+

1
0
+
1
1
+
1
2
上
＋
附
簡
十

8
下
十

9
+
4
+
5
と
い
う
前
半
の
グ

ル
ー
プ
と
、

1
3
+
1
4
+
1
9
+
1
2
下
＋

20
＋
2
2
+
6
+
7
+
8
上
＋

2
1
+
1
8
+
1
7
+
1
5
+
1
6
と
い
う
後
半
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
す
る
。

曹
峰
氏
は
、
全
体
を
上
篇
と
下
篇
に
分
け
、
上
篇
は
、
「
1
S
5
」、

「
2
2
+
6
S
8
+
1
7
」
、
「

1
7
+
1
5
+
1
6
+
9
」
、
と
い
う
三
節
か

ら
成
り
、
下
篇
は
、
「

9
S
1
2
」
、
「

1
2
+
2
0
+
1
3
+
1
4
+
1
9
+
2
1

+
1
8
」、「

18
」
の
三
節
か
ら
成
る
と
す
る
。

い
ず
れ
の
見
解
に
も
参
照
す
べ
き
点
は
あ
り
、
本
稿
で
も
、
重

要
な
異
説
は
右
の
釈
読
の
中
で
紹
介
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
依
拠
し
て
も
、
『
三
徳
』
全
体

が
明
快
に
通
読
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
原
因
は
、

『
三
徳
』
が
そ
も
そ
も
、
「
天
」
「
人
」
関
係
に
つ
い
て
の
複
数
の

論
述
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
『
性
情
論
』
や

『
性
自
命
出
』
の
よ
う
な
明
確
な
プ
ロ
ッ
ク
と
ま
で
は
言
え
な
い

に
し
て
も
、
全
体
は
、
い
く
つ
か
の
章
か
ら
成
る
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
『
三
徳
』
で
は
、
末
尾
簡
を
特
定
で
き
ず
、

文
献
の
首
尾
が
未
詳
で
あ
る
点
も
再
配
列
の
困
難
に
拍
車
を
か
け

て
い
る
と
言
え
る
。

従
っ
て
、
『
三
徳
』
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
根
拠
の
無
い
ま
ま
竹

簡
の
連
接
の
み
に
つ
い
て
議
論
す
る
よ
り
は
、
『
三
徳
』
全
体
を
、

論
述
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
解
析
し
、
内
容
の
考
察
を
進
め
て
い
く

方
が
遥
か
に
生
産
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

筆
者
は
、
こ
う
し
た
方
針
に
基
づ
き
、
別
稿
に
お
い
て
、
『
三
徳
』

の
思
想
史
的
特
質
や
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
た

、。し(
1
)

武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
「
簡
吊
網
」

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c

n
/
i
n
d
e
x
.
p
h
p
)
、
お
よ
び
「
簡
阜
研
究
」

(
h
t
t
p
:
/

wゞ
w
w
.
j
i
a
n
b
o
.
o
r
 

g
/
)

参
照
。
以
下
の
釈
読
で
は
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
諸
氏
の
見

解
を
紹
介
す
る
際
に
は
、
そ
の
氏
名
（
敬
称
略
）
の
み
を
掲
げ
る
。

論
考
名
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ヘ
の
掲
載
日
な
ど
に
つ
い
て
は
、
右
の

注
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各
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

(
2
)
上
博
楚
簡
『
三
徳
』
は
、
竹
簡
全
二
十
二
枚
か
ら
成
る
。
但
し
、

香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
文
物
館
所
蔵
の
竹
簡
一
枚
が
、
実

は
『
三
徳
』
の
一
部
で
あ
る
と
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本

稿
で
も
、
こ
の
一
簡
を
加
え
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
3
)
戦
国
楚
簡
に
お
け
る
末
尾
簡
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博

楚
簡
『
従
政
』
の
竹
簡
連
接
と
分
節
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』

騰
号
（
第
三
十
六
号
）
、
二

0
0
四
年
）
参
照
。
本
稿
は
そ
の
後
、
『
竹

簡
が
語
る
古
代
中
国
思
想
』
（
浅
野
裕
一
編
、
汲
古
書
院
、
二

0
0五

年
）
に
採
録
し
、
ま
た
、
中
国
語
に
翻
訳
し
て
、
拙
著
『
戦
國
楚
簡

輿
秦
簡
之
思
想
史
研
究
』
（
台
湾
・
万
巻
楼
、
二

0
0六
年
）
に
も
収

録
し
て
い
る
。

(
4
)
各
文
献
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
「
戦
国
楚
簡
研
究
の
現
在
」
（
『
中
国

研
究
集
刊
』
第
三
十
三
号
、
二

0
0
三
年
）
収
録
の
各
文
献
解
題
、

お
よ
び
「
「
上
博
楚
簡
」
解
題
ー
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
（
三
）

（
四
）
所
収
文
献
ー
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三
十
八
号
、
二

0
0

五
年
）
の
各
解
題
参
照
。
な
お
、
『
易
』
『
采
風
曲
目
』
『
逸
詩
』
に
つ

い
て
は
、
特
殊
な
形
態
で
あ
る
た
め
、
以
下
の
考
察
か
ら
は
除
外
す

る。

(
5
)
『
彰
祖
』
『
昭
王
毀
室
』
『
昭
王
輿
罪
之
牌
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
に
お
け
る
「
長
生
」
の
思
想
」
（
『
中
国

研
究
集
刊
』
致
号
（
第
三
十
七
号
）
、
二

0
0
五
年
）
、
「
父
母
の
合
葬

ー
上
博
楚
簡
『
昭
王
毀
室
』
に
つ
い
て
ー
」
（
『
東
方
宗
教
』
第
一
〇

七
号
、
二

0
0
六
年
）
、
「
語
り
継
が
れ
る
先
王
の
故
事
ー
上
博
楚
簡

[
附
記
]

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

B

「戦

国
楚
簡
の
総
合
的
研
究
」
（
研
究
代
表
者
、
湯
浅
邦
弘
）
に
よ
る
研
究
成
果

部
で
あ
る
。

の

『
昭
王
輿
腿
之
牌
』
の
文
献
的
性
格
ー
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
露
号

（
第
四
十
号
）
、
二

0
0六
年
）
参
照
。
な
お
、
こ
れ
ら
三
篇
は
中
国

語
に
翻
訳
し
て
、
拙
著
『
戦
國
楚
簡
輿
秦
簡
之
思
想
史
研
究
』
（
台
湾
・

万
巻
楼
、
二

0
0六
年
）
に
収
録
し
て
い
る
。

(
6
)
『
従
政
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
従
政
』
の
竹

簡
連
接
と
分
節
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
騰
号
（
第
三
十
六

号
）
、
二

0
0四
年
）
、
「
上
博
楚
簡
『
従
政
』
と
儒
家
の
「
従
政
」
」
（
同
）

参
照
。
こ
の
二
篇
は
、
後
に
『
竹
簡
が
語
る
古
代
中
国
思
想
』
（
浅
野

裕
一
編
、
汲
古
書
院
、
二

0
0
五
に
採
録
し
、
ま
た
、
中
国
語
に
翻

訳
し
て
、
拙
著
『
戦
國
楚
簡
輿
秦
簡
之
思
想
史
研
究
』
（
台
湾
・
万
巻

楼
、
二

0
0六
年
）
に
も
収
録
し
て
い
る
。

(
7
)
『
性
自
命
出
』
と
『
性
情
論
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
竹
田
健
二

氏
「
郭
店
楚
簡
『
性
自
命
出
』
と
上
海
博
物
館
蔵
『
性
情
論
』
と
の

関
係
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五
十
五
集
、
二

0
0三
年
）
参
照
。
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